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空間･社会･地理思想6号22-50頁. 2001年

Space, Society and Geographical Thought

大阪市大正区における沖縄出身者集任地区の

｢スラム｣クリアランス

水内俊雄士

Ⅰ　はじめに

1969年11月14日,大阪市大正区の北恩加島で大規

模な火災が起こった｡ ｢燃えひろがる火勢｣という見出

しの大きな写真入りで, ｢バラック街大火｣という記事

が目に飛び込む｡ ｢十四日午後零時半ごろ.大阪市大正

区小林町,宜寿次(ぎすじ)アパート(宜寿次故実さ

ん経営)付近から出火,木造二階建ての同アパート(五

十八戸)延べ約八百平方'>こと,付近の木造バラックの民

家三十五戸など計八むね延べ千二百平方fTtを焼いた･･ I

中略-　現場一帯は戦後,大阪港に面した低地帯に約

七百戸の沖縄出身者が住みついて,いまでは旧市電新

千歳町電停東側の約六万平方‡こにわたってバラックが

密集,ほとんどが違法建築で市有地を不法占拠した住

宅｣(朝日新聞大阪板朝刊11月15日)であると説明があるo

同日同新聞の夕刊では｢寒空に行く先もなし　大正区

の大火被災者　やり場のない怒り　住宅改良早かった

ら-･｣との見出しが,大阪市内版トップに掲載される｡

引き続き1ヶ月後の12月10日に,再び大火に舞わ

れる｡ ｢大正区の密集地また大火　40むねひとなめ

狭い道路で大混乱｣ (朝日新聞大阪版朝刊12月11日)の見

出しで, ｢また非情の大火　"大阪の沖縄"五十むね全

焼｣ (毎日新聞大阪版朝刊12月11日)と毎日新聞では表現

されるc　出火元の北周加島町の鉢峯製材所の東側は,

木材干し場を-だてて,先月の火事の焼け跡であった｡

途方にくれる住民の声を載せるとともに,同日の朝日

新聞夕刊では事後対策として, ｢道路広げ住宅鉄筋化

大火の大正区小林町一帯4年計画で改良｣という記事

が続く｡また大阪市の社会福祉行政のプレーンである

★大阪市立大学

大阪市立大学文学部の大薮寿-が,不法となんだろう

と人が住んでいるのであり, ｢町全体の改善,そして底

辺を忘れた行政の姿勢を改めること｣ (朝日新聞大阪版夕

刊12月11日)を強調する｡

この新聞記事の論調に対し, 3点者目したいことが

あるo　第一に,この北恩加島の火災発生地が名だたる

′くラックの密集地であると言う認識である=すなわち,

バラックという言葉の意味する実態.語感があるステ

レオタイプとなって,読者に一定のリアリティをもっ

て捉えられる時期であったことo第二に, rスラム｣ I)

クリアランス,すなわち住宅改良事業としてこうした

地区を改善しなければならないとする行政側の行動計

画がすでに立てられていたという時期であり,ちょう

ど同和対策事業特別措置法が施行されたその年であっ

たことc　第三に,ちょうどこの新聞記事の同じ紙面を

同時ににぎわしていた学生紛争が,この年ピークを迎

え,同時に沖縄返還運動も政治社会運動として大きく

盛り上がっており,大正区の沖縄出身者集任地区もそ

うした動きからは疎遠でありえなかった状況があった

こと,である.｡

こうした状況に加えて,大正区は当時,世紀の大事

業とされた土地嵩上げと土地区画整理事業,そして防

潮堤事業などが最終局面を迎え,戦災復興事業,ジェ

ーン台風以後の防災事業がその最終局面を迎えるとき

でもあった[,ちょうど基盤整備を中心とするモノ造り

事業がブルドーザーのように推し進められ,地下鉄,

高速道路,地下街建設をメインとする万博開催に向け

た公共土木事業花盛りの時代に,大正区や港区の港湾

地区近隣の整備は,華やかではなかったが,その事業

の大規模さゆえに大きく地域の基盤が変貌しつつあった｡

このようなハードー辺倒に傾斜しがちな大阪市のモ
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ノ造り事業に,ソフトな行政を生み出したのは, 1950

年代末から住宅要求運動を掲げて戦ってきた部落解放

運動による同和地区の住環境改善事業であった｡ 1970

年代はこうした住環境整備が本格化し,運動も生活改

善に向けたよりきめこまかい運動が展開する｡

したがってこのスラムクリアランスは,単にモノ造

りによる一方的なバラックのスラムの撤去というスト

ーリーの組み立てだけでなく,もう少し運動論的にも

住宅行改の流れから見ても.多面的に光を当てる必要

があろうoすなわち,なぜこうした｢スラム｣地区が

どのような歴史的,空間的な系譜でもって,登場した

のかこ　こうした｢スラム｣地区にどのようなまなざし

が投げかけられてきたのか,そのまなざしに変化はあ

ったのか,上からのまなざしが先行しがちな状況に対

して. ｢スラム｣の生活世界側からどのような対抗が生

まれ出したのか, 1970年代において,沖縄返還運動,

部落解放運動や大正区での沖縄文化の発見,表現運動,

差別-の異議申立てと,こうした物理的な住環境改善

がどのように結び付き合い,また離れていったのかを

明らかにする必要があるc

以下では,まずこの｢スラム｣地区の歴史的空間的

な系譜を明らかにし,その次に大きな地域変容をもた

らした戦後の土地区画整理事業とこの｢スラム｣改善

事業との関わり,そして運動論からみた大正区におけ

る様々な沖縄出身者たちの対抗運動について明らかに

する｡

Ⅱ　｢スラム｣としての歴史的空間的系譜

( 1 )戦前の大正区北恩加島

上述の大火の現場は,現在の大正区北村3丁目7番,

8番にあたるが(図5参照),住居表示以前は, ′ト林町

(小林北通2, 3丁目).北恩加島町(北恩加島大通1

-3丁目)に当たっていた(図4参照)｡重要なことは,

この地区が!較前そして暇後の二度にわたって大規模に

行なわれた不良住宅調査において,いずれもその調査

計象とされていたことにあるc　この調査の経緯とその

結果については後述する｡

1909年の図1を見ると,当該地区は′ト林町と書かれ

た‥臥カロ島新田と小林新田を区切る堤上付近であり,

いくつかの農家が建ち並んでいるのどかな田園風景の

さまが描かれている｡工場の進出は見られるものの,
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一面の新田地帯であることがわかるc　当時の土地台帳

をみると(古江集画堂, 1911),北恩加島新田はぁ久新

三郎,小林新田は岩田五郎左衛門と,大規模地主が広

範囲にまとめて土地を所有する状況となっていた｡

この付近の市街地化は1909年の地図からわずか12

年後の1921年の図2,そして1929年の図3によりい

かに急激に進んだかを知ることができる｡この方才橋

周辺の市街地化は,和久家による1918年の和久地堀

の開整,長堀材木市場の移転の受け皿として1923年

の大正運河の完成による小林の｢木場｣の成立と, 1927

年の市電の泉尾から新千歳町までの開通により一挙に

促進された｡

金城宗和(1997)によれば,土地会社の所有する広大

な土地がありそれらが材木置き場や野っ原として存在

し,製材所の廃材.製品が豊富で,沖縄出身者は,大

工仕事の経敦が豊富だったこともあり,沖縄出身者た

ちは集任したと述べるo　また平良(1971)は.自らの

出稼ぎ当時を振り返って, ｢西も東もかわらぬまま.大

阪の大正区や西成区あたりには,すでに先発隊が行っ

て働いていることを知り,それをたよって行った｡当

時大正区は-･･･荒蕪地や湿地帯が多く,それで干拓や

埋立が盛んに行われていたので土木関係の仕事が多か

ったo　西成区方面も未開地が多かったが大正区より比

較的開けており,中小企業の工場がそうとう建ってい

たo　三軒家(大正区)や津守(西成区)には紡績工場

があり,また従来長堀川にあった材木業者が尻無川や

木津川河口方面に移転して.貯木場や製材所を設け,

一方久保田鉄工所や中島製鋼所をはじめ中小企業が盛

んに興り,大正橋架橋工事も行なわれていたので,真

っ黒になって働く気さえあれば就職には差し支えなか

391

このような沖縄出身者の集住状況について.確たる

統計はないが,冨山(1990)の分析を以下の表1に整理

してみた1935年時点で大正区の北恩加島が集任地区

の最大規模であり,ラフな集計では, 3600戸余で.

35000人余りの沖縄出身者が,大阪市に居住していた

と思われる¢

住宅の不良度という問題に関して仲間(1999)は,

1930年代に発行された『同胞』, 1930年代から40年

代にかけて発行された『大阪球陽新報』の分析から,

沖縄出身者の特質を述べている｡その中で｢住｣の項目



水内

図1大正区1909年

(明治42年測図2万分の1 r大阪西南部｣ ○がクプングヮ-)

図2　大正区1921年

扶正10年測図1万分の1 ｢大阪西南軌｢大阪南部｣ ○がクプングヮ-)
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(昭和4年測図1万分の1 ｢大阪西南執｢大阪南部｣　○がクプングヮ-)

ヽ■i

園4　大正区1952年

(昭和27年測図1万分の1 ｢大阪西南軌｢大阪南部｣　○がクプングヮ-)
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園5　大正区1995年

(平成7年測図1万分の1 r大正｣ ○がもとクプングヮー)

を見ると, 1920年代では,単身者は共同生活を,家族

であってもー軒家に数世帯が同居する場合が多く,普

久原朝喜によれば,沖縄人が大阪で一軒家を借りて下

宿屋をはじめると,そこに沖縄人が殺到するo　よそで

はガラが悪いと言うことでなかなか貸してくれず,ま

た敬語も知らないし.仕事が無いときには部屋の中で

角力をして,家は地震みたいに揺れるし,冬は軒下の

板をはいで焚き物にしたりするので,他府県人には嫌

われ,琉球人と馬鹿にされて家を貸す人もいなくなる

と,当時の様子を語っている(石風1993)二.

1930年代になると,定住の世帯家族が増加してゆく

が,大阪球陽新報社の主幹の言を借りれば, ｢面白い事

には沖縄人が最初数人他府県人の住宅街に引越して来

た時は馬鹿にして軽蔑するが,芋づるを引くやうに県

人の仲間が漠々多くなって勢力が加はり,おまけに隣

人の迷惑などお構ひなしに業苦無人の振舞をやり出す

ので,後には他県人の方が恐れをなして引越して了ひ

自然に県人の密集部落ができるやうな実情｣ (仲間,

1999, 78貢)であり, ｢他県人との同化上面白くない

現象｣として集住生活を捉えている｡

表1大阪市における1935年時点での沖縄出身者の
集住状況

島,泉尾町
西成区今宮界隈(鶴
見橋以南方面か)

東淀川区天六.本
庄,三津屋
港区磯路町,千代
見町,石田外相町

北恩刀｡島に駅ぐ六条凹

地鉄工所,鋳物工
場,紡績製品加工工場

鉄工所,鋳物関係

鉄工所,造船所,製品
加工品,会社雑役

住友系各工場,ラサ燐

蘇,染工場,雑′ト物工
場に

西淀川区　高見町が

最も多く,大和臥清
江,加島など,

北区浮上江,善源
寺町

此花区　四貫島

住吉区,
南区,浪速区,東成
区

300余戸
2500人内外
200余戸
1500余人

級,ガラス工場など

県人の料理屋が多く,
南国情緒豊か.鉄工所
会社雑役,水揚沖仲

職工から実業家,俸給
生活者

資料:この冨山が使用した原資料は関西沖縄興信社『関西沖縄興信

録』 1935年であるこ区名は当時の区域によるものである｡ (冨山
1990, 203-205貢)

1■■
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表2　1938年頃の在阪沖縄出身者の｢名士層｣の居住
分布

雷撃鷲弓誓晋
西成区

大正区

港区

東･西淀川区

此花区

その他区

3　　4　　2　　4　　3

3　　3　　3　　3　　3

5　　4　　　　　1　　2

3　　3　　1　　4　　2

3　　1　　2

3　　4　　6　　1　1

16　　21%

15　19%

12　16%

13　17%

6　　　8%

15　19%

20　19　14　13　11

26%　25%　18%　17%　14%

梅南通5.旭南通3,梅通2,松通2,橘通･柳通･潮

路通･粉浜東之町　各1

北恩加島町13, ′ト林町･泉尾北村町　各1

吾妻町4,高見町2,石田元町･市岡･磯路町･市場

通･東田中町･八幡屋大通　各1

畢琴_)斗旦i三津屋4.十三西之町･十三東之町･元今畢ー▲旦l

貫島4,玉川町2

西淀川区r加島町2,大和田町･伝法町･高見町･塚本町　各1

･蒲生町　各1

舎利寺町･中川町･舟橋町　各1

西区

北区

住吉区

阿波座･新町南通　各1

壷屋町1

平野町1

豊吉--3Er--'-?!-

資料:仲間(1999:68･71頁より作成)

さてこうした状況の中,大阪では最大の集任地区と

なった大正区の北恩加島であるが,聞取りなどで得ら

れた地区の括写については水内(2000)に譲る｡こうい

う密住状況に対して,在阪の沖縄出身者の｢名士層｣

の意見は,仲間(1999, 79頁)の引用に従えば, ｢今少

し積極的に大阪市民としての自覚の下に郷に入れては

郷にしたがって貰い度い｣, ｢現在の如く県人のみの密

集形成では百害あって,一利なしであろう｣, ｢特に密

集生活を廃して,どんどん他県人の中に入って同化し

て貰い度い｣,そして住宅に関しても｢住居は貧乏で狭

くともいゝから清潔に小締鮭にする事｣など.同じ沖

縄出身者の間での階層分化の進行に伴なう亀裂の予感

を見て取ることができる｡

仲間(1999)が沖縄人の略歴作成に用いた『球陽百人

百言集』の在阪沖縄出身者｢名士層｣の居住地分布を

見ると,表2のようになる｡大正区の北恩カロ島-の集

27

住が｢名士層｣にも見て取れ,職業的にも偏り無く分

布していることがわかるo　西成区にも同様な傾向が見

られ, ｢その他区｣では,専門職,俸給生活者に特化し

た状況が見られる｡従って沖縄出身者の代表的な集任

地区においては,特に北恩加島や西成区の鶴見橋通よ

り南の地区では,階層的にはかなり重合した,ソシア

ルミックスな状況が生まれていたようである｡このよ

うな一定の階層に偏在しない地区で育った大阪におけ

る沖縄県人会の特質にもつながったようであるが,本

稿ではこれ以上は触れない｡

(2)不良住宅地区としての北恩加島リト林町地区

しかしながら同時に.北恩加島から小林町,南恩加

島町にかけては,大阪市内でも｢新興｣の不良住宅地

区以下として大きく拡大していたことも事実であった｡

以下では1937年に,失業者救済事業の一環として行

なわれた,大阪市全域を対象とした不良住宅地区調査

で得られた数値より,本地区がどのような状況であっ

たのかを再現するc

戦前期の調査を見ると｡大阪市社会部が1931年度

に行なった大阪市全域で行なった不良住宅地区調査で

は(大阪市社会部, 1939),大正区で:i北恩加島,小

林,南恩加島各町の不良住宅の状況が詳細に調査され

ているo　なによりもこの大阪市社会部『本市における

不良住宅地区図集』の冒頭を飾る写真2枚は,大正区

′J､林町(第80地区),大正区南恩加島町(第81地区)

のキャプション入りであり,この2葉の写真が後年大

阪市の住宅状況を示す際によく使用されたことからも.

小林町の住宅不良度が衆目の的となる(写真1参照)｡

そしてこの第80地区は写真1のように,もともと既に

指摘した′ト林新田の農家のあったところで,写真に写

された手前の水溜りが,戦後に｢沖縄スラム｣と称さ

れたクプングヮ一に当たることになるこ

表3は,大阪市社会部(1939)の調査結果を示したも

のである｡この調査では,いくつかの小調査地区をま

とめて,地区名をつけているが. ｢泉尾地区｣と称され

るところは,第78-82地区に加え,泉尾中通,浜風

南泉尾町2, 3丁目から選定された4地区を加えた9

地区合計の値となっている｡住宅種別では. ｢泉宅地

区｣がいかにバラックが多いかが如実にあらわれてい

るoその代わり大阪に特徴的な長屋建築は少ない｡バ

ラックということもあり,延べ坪数も圧倒的に小さい
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写暮1大正区小林町地区(第80地区)

(大阪市社会部『本市における不良住宅地区図集』 1938年より　ちょうどクプングヮ一にあたる)

表3 1937年実施の大阪市の不良住宅地区調査による泉尾地区の不良住宅状沢(大阪市社会部, 1939)

1戸 建 て 長 屋 至バ ラ ック i 総 計

泉尾不 良住宅 30 283 22 1 534

大阪市不良住宅 1,15 5 15 ,466 1,2 75 17,896

泉 尾不良住宅 5▲6% 5 3.0% 4 1.4% 100.0%

大阪市不良住宅 6ー5% 86 ◆4% 7.1% 100ー0%

延坪:5坪5冨wア77Wア
wTl｡m^T!以下

10坪以上i　総計

248　　　　125　　　　　84 68!　525

4,034　　3,881　　5,167【

47.2%　　　23.8%;　16.0%　　13.0% 100.0%

24.1%　　23.4%1　22.5%　　30.0% 100.0%

F0笠芸警 20年以下■30年以下■3昨以上 総計

泉尾不良住宅 45 99 些｣ 95 35隻

大阪市不良住宅 854 3,222 5,803∃ 5,264… 15,143

泉尾不良住宅 12●て里｣ 28◆0% 32.5% 26.8% 100.0%

大阪市不良住宅 5.6% ! 21.3% 38.3% 34.8% 100.0%

平等諾 : 裸貸 (円)

泉尾不良住宅 7.85 9.58

大阪市不良住宅 9.16 11.62

敷金:前家
賃:月

後家貸(月)

2.66　　　　2.73

2.96　　　　3.19

日本人戸数　朝鮮人戸数

l｡岩一言285
',545｢-lぷ
231

44.8%　　　　　55.2%　　　100,0%

79. 1%　　　　　20.9%

収入:日本人/月　朝鮮人/月(円)

不良住宅

地区内

農業, 漁業 ‥ 商業者 工業者 買言冨豊富 ■ 虹 ■慧 欝 諾 0:V>i& (D* *& 合計

泉尾 日本人 53 186 57 45 19 36 7

泉尾痢 直入■■ 82 1ー 11 380 40 104 62 2

市 日本人 ▲二 1111三l: ≡,2 50^7J?J L,0 44 謹 ∴ 貰 ■■■謀 計 三 菱 二 諾 …0= 2 ,594 22,8 10

市 朝鮮人 122 8,72 3

大 阪 市 2,7 16 31,53 3

泉尾 日本人 0 .3% 14.4 % 0.5 %
⊥

1.1% 50 .7% 15 .5% 12 .3% 5.2% 100.0%

泉尾朝鮮人 ■■ ■一 -十■ ■■0 .0% … 13.2 % ≡ 0.2% 1.8 % 6 1.1% 6 .4% 16 .7% 0.6% 100.0%

■ ■
■

市 日本人 0 .5% ‥ 14.2 % 6.1% 6.2% 43一5% 5.6 % … 12.4 % 11.4% 100.0%

市 朝鮮人

大 阪 市

0 .0 % ,【 9.1% ▼写:.虹

0一4 % 12.8 % 5.1%

雷 ■▲一一◆■▼言9 .6%7 .9% 十■■一止 1% ｣ ■軍2.1% ▲▲■去計

5.2 % ‥ 15 .1%

100.0%

100.0 %
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ことがわかる｡大阪市の不良住宅全体の中での比率で

あるので,いかに｢泉尾地区｣での住宅の物理的構造

が貧弱であるかがわかる｡

築後年数も10年以下が多く,バラック建築であるゆ

えの安普請さがよくわかるo　それもあって,家賃も市

内平均に比べて1.5割ほど安く.敷金も安めである｡

ただ収入については朝鮮人に関しては平均を上回り,

日本人に関しては1割強低くなっている｡朝鮮人の割

合については,市内平均の2.5倍の55%と,人口では

多数派となっているo不良住宅地区の中でも極めて朝

鮮人が多く住んでいたことがわかる｡

職業については,職工が半分以上を占め,特に日本

人,朝鮮人とも材木業職工と鉄工がその多くを占めて

いることがわかるo　どちらかというと自営業者が少な

く,交通運輸関係にも特化していることが見て取れる｡

そしてこの調査からは朝鮮人のバラック居住は判明す

るが,沖縄出身者がどうであったかは,わからない｡

( 3)戦前期の朝鮮人美住地区との関係について

大阪市社会部(1927)によれば,市内最大の朝鮮人居

住バラックは大正区(当時の港区)の船町と小林町に

あるとされ,沖縄出身者が主に居住する北恩加島より

は,大正運河ぞいおよびその南の小林町,そして木津

川運河より南にある船町に朝鮮人は集任した｡また小

出(1933)は, ｢ある日の大阪日日新聞｣の記事を引用し,

朝鮮人は船町に58世帯, 192名,小林町(木津川土地

内)に67世帯, 513名.南恩加島町の72世帯, 400

余名の計1753名おり,近辺の埋立工事に従事してい

た｡船町は国際飛行場の敷地となって,朝鮮人は船町

から移住せざるを得なくなるc　このうち南恩加島につ

いては,小出(1933)は｢電車の軌道に沿って,大運橋

通に出,木津川筋千本松渡舟場付近を歩く人は,誰し

もこの地のミジンも情緒的雰囲気のない実質的な貧民

長屋に一驚するであろう,この一帯は,南恩加島町と

いい.朝鮮人の割拠地である｣このように北臥加島は

沖縄出身者がより多く集任し,南′乱加島には朝鮮人が,

そして中間の′ト林町には沖縄,朝鮮人が町レベルでは

混任していたようである'Do

この小林町の描写についてであるが,朝鮮人集落に

ついては,荏(1990)によれば, 1933年から37年まで,

大正区小林町にあった朝鮮人部落(別名を馬小屋とも

豚′J､屋ともいった)は. ｢東西に細長く,ところによっ
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ては横に張り出すようにふくらみ, 1km以上ものびて

いた｡土地はところによって道路より低いところもあ

り,全体的に立地条件が悪かった｡そんなところにバ

ラックが無秩序に連なり,つぎはぎを重ねて建てられ

ていた｡その中にはいると路地が迷路のように入り組

み,しかも昼でも薄暗かった｣o ｢部落の北側の道路に

面したところが,いわばメーンストリートに相当する｣,

という記述からして,図3における小林町のキャプシ

ョンの｢町｣あたりに見られる大正運河の南側の,逆

台形状をした長屋密集地区あたりの小林町の一角であ

ったと考えられる｡

大正運河をはさんで北側も小林町であるが,北恩加

島新田は和久氏,南恩加島新田は木村氏,小林新田は

岩田氏,すなわち小林町は岩田氏の土地として,岩田

土地会社が借家や借家権を保有し.そこへ沖縄出身者,

朝鮮人は集任していったのであるL.,

特に水内(2000, 68頁)に掲載した1942年の空中写

真は.大阪市の集合住宅として代表的であった長屋が

当該地区にも多く見られたが,この多くの住宅ストッ

クは,1945年6月1日の空矧こよりごく一部を除いて,

1947年の空中写真に見られるように,北風力ロ島と泉尾

の南部の一部を除きほぼ焼失してしまったのである｡

Ⅲ　戦後大正区の土地嵩上げと土地区画整理事業

この章では,沖縄出身者集任地の戦後の運命を決定

付ける,戦後の戦災復興事業についてその概略を述べ

てみる｡戦災でほぼ灰塩に帰した大阪市の港湾地帯(此

花区,港区,大正区,住之江区,西淀川区)であった

が,その後の戦災復興事業に関して,この港湾地帯は

特別の事業が用意されることになるc　大阪市の発展の

鍵を握る,河口港としての大阪港の全般的整備は,こ

うした港湾地帯の整備を伴なわずして進まないという

認識が重きをなしていた.,特に土地の嵩上げについて

は, 1934年の室戸台風による高潮被害の苦い経験から,

大阪府では1938年に市街地建築物法により,西大阪

の低水部では,一般家屋は3mの地盛を条件に許可さ

れるという制度を施行していたのだが,これは戦時中

に死文化していた(朝日新聞1950年9月17日)｡

席上げに関しては戦時中からその重要度が認識され

ており, 1946年度には,大阪港中央埠頭のいわゆるダ

イアモンド地区の嵩上げが3年間かけて行なわれた｡
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このイニシアティブは大阪市港湾局が取っていたが,

1947年ころの戦災復興委員会での議論を辿ると,大正

区の戦後の運命は,今までの港湾整備方針の180度転

換になる大阪港内港化と盛り土という一石二鳥の効果

論の前にあっさりと決まってしまったといえよう〕当

時を回顧する座談会の文章を引用すると,復興委員会

では｢港についてはどのようにすべきかという問題が

出まして,従来の港湾計画では港はだんだん海に突き

出てきているが,これを反対に内港化してはどうだろ

うかと,焼けたこの機会に思いきって港を内港化しよ

うではないかと言い出したのです｣ (高津, 1982, 8頁)｡

｢我々区画整理の方としては,はじめのうち,それほ

ど積極的にこの他揚げを急いでいたわけではなかった

のですが,港湾局は非常に積極的で,どうしても地揚

げをしなければならないという考えを推し進め｣,既述

のダイアモンド地区を手がけ, ｢その最終案では.安治

)I(は川幅を-　�"500mにする,大正の方は櫛の葉のよ

うに振り込んでハンブルグ方式をとろうということ｣

(同9頁)であった凸

内港化の必要はひとつの課題として存在し,しかし

もし焼けていなければこんな大きな話しにならなかっ

たであろう,しかし進めるのであれば安治川や尻無川

を掘るしかない,その土が余ってくるから,全面地揚

げをということになり,もう一方で,区画整理の進行

があり,こんな低い土地ではどないしようもないとい

うことで,ある程度まで地盤を上げ,下水を整備して,

土地利用の効果を上げようではないということが,

1947-48年の復興委員会で決まったと回想されてい

る(同10頁)o

以降『大正地区復興土地区画整理事業誌』 (大阪市都

市整備協会, 1995)及び『大正区史』 (大阪都市協会,

1983)年に依拠しつつ,大正区の北恩加島から小林町,

平尾町,南恩加島にかけての地区の土地区画整理と住

宅改良事業を振りかえってみよう｡

さて当該地区の復興土地区画整理事業は,大正区の

中では南部工区に属し,最終段階では住之江区まで含

む646.9haという広大な事業地区となった｡大阪市全

体の事業の中で1946年9月に戦災復興土地区画整理

事業として決定され,当該地区では非常に重要な決定

となる大正内港化と, 2m全面盛り土案が1947年6月

に決定され,これで小林材木街の住之江区平林方面-

の移転と,盛り土と非常に高率の減歩による土地区画

整理,それに伴なう既成住宅の飛換地を伴なう全面移

転が運命づけられた｡ 1949年の戦災復興事業の全国的

な縮′J､の中で,当地区は,全面盛り土という特殊な事

業であるため,港湾地帯整備事業として実施すること

になり, 1950年12月,大正地区南部工区として区画

整理事業の認可を受けるこ　おりからの9月のジェーン

台風による被災を契機に大阪港防災事業も加わり, 3

つの事業でもって整備が行われる｡

事業は鶴町地区で順調に進み, 1959年度には終了す

るが,対照的に尻無川下流左岸一帯の北恩加島や小林

地区には非戦災も含めた小住宅が密集したままであっ

た｡また複雑に入り組む貯水池の周辺にも木材関係業

者が多数営業していた｡ただ北恩加島でも,万才橋が

かかっていた和久井堀や大正池などでは盛り土が

1963年度までに行なわれた｡

家屋の移転は,小住宅の密集している北恩加島町か

ら始まり, 1955年までは東接する泉尾北柵に,それ

以後は盛り土を終わった南恩加島町に移転した｡しか

し,大正運河の南および北側貯木池背後(クプングヮ

-付近)に小住宅が密集していたが,この移転は遅れ

たQ家屋の移転に関しては市は仮設住宅を用意したB

1964年より他2事業の打ち切りにより.港湾地帯区

画整理事業として実施される1967年には港区の同様

の事業はほぼ完成に近づいたのに対して,大正区は多

くの残事業を抱えていたc　同年計画を変更して,大正

区中央を東西に横切っていた大正運河埋立が決まり,

木材業者の移転は拍車がかかるe　しかレト林町の大正

運河をはさむ南北の貯木場の背後に密集した小住宅の

移転が依然難航し,南側については1967年に盛り土

が完了したが,北側については1963年からはじめた

が,一応1970年にほぼ仕上げた格好になったが,全

面完成には至らなかった｡図6, 7, 8は,住宅地図

によるクプングヮ-の変遷を追っている｡ 1967年の図

6, 1971年の写真5, 1972年ごろの写真2の状況か

ら, 1970年代になって事業が進行し,図8の1980年

代のようにクプングヮ-が消滅したことがわかる｡

ここで図6エリアの改良の手法として登場したのが,

住宅地区改良事業であった｡ 1969年4月に計画発表が

あり,区画整理事業との合併で′ト林地区と南恩加島地

区で,それぞれ行なわれた｡前者は｢当時の小林町一

帯の低湿地には,低層木造住宅が密集し,保安,衛生

上好ましくなく,火災発生などの危険が予想された｡

B3サ
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写★2　盛り土された道路と段差で低い住宅地(1972年ごろ)
大阪市建設局(1994) 『わがまち･大正住之江』クプングヮ一方面をのぞむ

写夫3　泉尾第4住宅(クプングヮ一住民たちが入居した改良住宅)

写暮4　もとクプングヮ一には現在市住宅供給公社の分譲マンションが建っている(写真2と同じアングル)
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図6 1967年当時のクプングヮー付近(吉田地図『大正区』より転秘

園7 1975年当時のクプングゥー付近(吉田地図『大正区Jより転勤
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図8 1981年当時のクプングゥ-付近(吉田地図『大正区』より転載)

写暮5 1971年当時のクプングゥー付近(空中写真KK-71-2X C7-4)
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またこの地区はほとんどが過小宅地であるため,平

面的な区画整理だけでは,換地先で再び不良住宅地区

となることが予想された｣｡その結果, 1970年3月に

北恩加島に北接する泉尾7丁目などに市営住宅建設着

工し,翌年5月から1983年7月までに, 5-11階建,

9棟, 692戸の改良住宅が完成する｡南恩加島は応急

仮設住宅地区を平尾公園にするために行なった改良事

業である｡

図7が1975年の状況であるが,この改良事業の進

行により,大部分の家屋が移転している状況が見て取

れる｡この住宅改良事業完成に伴なって生まれた空地

を北村計画と名づけて, 1980年に住宅,福祉,医療,

スポーツ,グリーンゾーンの総合整備構想が浮上し,

1988年までに市住宅供給公社の高層分譲マンション

450戸,特別養護老人ホーム,済生会泉尾病院が,そ

して1991年にマリンテニスパーク北村がオープンす

る｡写真4は,過去の記憶を一切醒ますことのない高

層分譲マンション群の景観として,実に印象的である｡

以上が行政側の言葉でつづった当該地区の戦後のス

トーリーとなるが,行政側の当事者も語るような過酷

な減歩と.飛び換地という全面的な移転を伴なう土地

区画整理の痛み,そんな中で最後まで残ったクプング

ワ一地区の不良住宅改良事業の経緯について,もう少

し詳しく追って見よう｡

Ⅳ　｢スラム｣クリアランス･行政･大学･住民

(1 )戦後大阪市における｢スラム｣をとりまく音鋭と実践

ここで明らかにしなければならないことは,なぜ大

正区のノJ､林地区が非同和地区の｢スラム｣クリアラン

スの一事業として選ばれたのか,当時当該地区が沖縄

｢スラム｣,沖縄｢部落｣と語られた物的/言説的な領

域について検討することにある｡

興味深い｢スラム｣観の変遷の好例として,大阪市

民生局がほぼ毎年発刊していた民生局の事業紹介の概

略で,こうした｢スラム｣がどのようにして扱われて

きたかをまず見てみよう｡ 『民生局概要　昭和33年

版』では.地区改善事業の項目があるが,これは完全

に1952年度から始まった同和地区向けの改善事業だ

けを取り上げている｡ 『民生局概要　昭和35年度版』

でも,不良住宅対策費という表現は現れるが,やはり

同和地区に限られているc

ところが翌年の『民生局概要　昭和36年度版』にな

ると,社会教化事業という項目立ての中で,環境改善

事業という節が立てられる｡ ｢スラム地区の環境改善

については,昭和35年初頭より世論の大きな盛りあが

りを見たが,本市においては,昭和35年度において,

釜ヶ崎地区を対象に改善施策の拠点として,西成市民

館に隣接して,西成愛隣館を建設し,地区の強い要望

により組織された西成愛隣会と協力して,積極的に地

区住民の生活の改善指導と環境浄化に努めている｡日

日なお本年においては,浪速区馬淵町に対策施設を建

設することになっているがこれは建築局,計画局と連

繋のうえ生活館を含む共同住宅(鉄筋5階建2棟)を

建設するはずであり,また他局とも協力して一日も早

く明るい住みよい町の建設をはかろうとするものであ

る｣ (61-62頁)Ll

そして『民生事業概要　昭和38年度版』の該当部分

からは.典型的な｢スラム｣観が読み取れることにな

る｡この年度からは｢スラム対策｣と独立の項目が設

けられ,以下のようなかなり現在の感覚からするとか

なりきわどい表現つきの解説が付される｡

｢普通,貧民くつ,または.不良住宅密集地域と呼

ぼれるスラムは,近代大都市社会内部の地域分化に対

応して,都心周辺に成立したものであるが,具体的に

は,典型的な近代的スラム路地裏長屋のほかにも,高

度の異質性のために都市一般地区から全く孤立した封

鎖的な地域共同体を形成している特殊部落(同和地区,

外国人部落)などで,無宿者.放浪労働者のたまり場

になっているドヤ街,応急仮設住宅が老朽化した不良

簡易共同住宅や老朽改良住宅,道路,公園予定地など

を不法占拠している仮小屋密集地区など.すべての社

会問題的住居集団を指していわれるようである｡しか

し,単に不良住宅密集地域として把握されている地区

については,本市では住宅行政面からその改良に努め

ているので,こうした地区が全体として周囲の一般地

区とは非常に異なった特有の社会的雰囲気を持つ地区

(同和地区は別に把握)をここにいうスラムの対策な

いし,環境改善事業の対象としている｣ (71貢)｡

ここでは完全に同和地区ははずされ,特有の社会的

雰囲気を持つ地区として,初めて地名が登場してくるc

｢特に西成区のいわゆる釜ヶ崎といわれる地区,浪速

区の馬軌　水崎町付近と日東町かいわい,此花区の伝

法地区,大淀区の長柄地区,生野,東成区に多い朝鮮

水内
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人部落などがその代表的なものと考えられる｣ (71

頁)｡同賞には.スラム,不良住宅地域,同和地区とい

う3凡例にもとづいたその分布の地図も合わせて付さ

れている{]そして釜ヶ崎と馬測,水崎町が重点的施行

地域として事業を推進しているとし,翌年の昭和39年

度版では, ｢今後は全市的規模の環境改善事業を行な

うため,まず第1段階として昭和40年において市内の

スラム地区の実態を調査研究する予定である｣ (74

頁)と述べられ,これは昭和41年度に実施され,後述

の調査が生まれることになる｡昭和40年度版では,西

淀川区の福町(昭和43年度版からは消える),大正区

の北恩加島地区(クプングヮ-)が記述に加えられ,

昭和42年度版では,さらに港区の老朽仮設飯場地区が

加えられるコ

ところが1970年代に入り,昭和46年度版になると,

全面的に筆致が改められ,社会病理的なスラム観は消

え, ｢いわゆるスラム地区に住む人たちは,生活水準や

環境においてかなりの低位におかれていることが多く,

したがって,スラム対策の目的は,これらの地区住民

の生活の向上をはかり,環境改善をおこなうことによ

って,一般地区との格差を解消することにある｣とい

う形で,スラム地区についての地名は今までとおりで

あったが(昭和47年度版では地名併記もなくなる),

住環境の低位性のみが強調されることになるo　そして

昭和49年度版からは,スラムということばは,環境改

善地区ということばに完全に置きかえられる｡そして

事業実施地区は愛隣地区のみに絞られる｡

ここで注目すべきことは, 1960年ごろに,スラムと

いう表現が急に現実味を帯びて着目され始めたこと,

そしてわずか10年後にそうしたことばは,環境改善と

いうことばに置きかえられ,事業のターゲット地区は,

再び釜ヶ崎だけに収赦してしまうという経緯をたどる｡

1960年の盛り上がりは,住宅地区改良法の制定にもと

づく,全国的な不良住宅地区の改善事業が着手された

ことに起因するとともに, 1961年8月の釜ヶ崎暴動に

よる釜ヶ崎の｢発見｣とも大いに関わっている｡

ちょうど民生局長に就任していた松本幸三郎(1961,

60頁)は.当時の雰囲気を次のように伝えるc ｢民生局

長に就任してから早く手をつけたい,どうしてもやら

なければならないと.たえず気がかりな重苦しい課題

が,釜ヶ崎と馬測町のスラム対策｡大阪の復興振りと

は恰も背を向けるかのように転落悪化,もう之以上ス
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ラム対策を見送ることが出来なかった｡単なる行政措

置ではまことに手に余る異質の仕事であった｡敵前上

陸を敢行する決意と緊張があった｣c

このような行政側の意気込みを支えていたのが.大

阪市のブレーンでもあった大阪市立大学を中心とする

社会学者,社会福祉学着であった｡松本と同じ号に寄

稿している大橋(1961, 47-48頁)の不良住宅政策観を見

てみよう｡不良住宅が社会問題になっている3つの理

由として彼は次のように述べるD l二物的に著しく荒

廃,都市の景観を損なう,不快な思いと近代的な美的

感覚から容認できないo　不良住宅が固定すると,歴史

的惰性となって,都市計画の大きな障害となる｡ 2 :

地域として解体するだけでなく生活機能の障害が著し

く,民主主義的な価値観を脅かすし,周囲社会に悪影

響を与える,就職や結婚に迷惑を蒙る,恵美や西成区｡

前者は越境入学,後者は釜ヶ崎があるためにマスコミ

の責任もあるが,区全体が不良地区と誤解されているo

3 :反社会的機能,社会的落伍者の避難所だけでなく

隠れ家,犯罪,売春,不就学,長欠｡社会生活の平和.

安寧そして明朗化に対して重大な脅威となっている｣｡

アカデミズム側からの叙述としては,現代的な使用法

からするとかなり危ない表現が見うけられるが,ニう

した官一学のパートナーシップの評価について;まここ

では深入りしない｡

この雰囲気は,戦前の社会調査に見られるよう;I.

雇用.就学,栄養,保健医療,所得などの全般的生活

荒廃と住環境問題とが一体的に捉えられ,その空間的

表現がスラムとされる｡おりから1960年に国連の阪

神都市圏の調査が入り,住宅問題に関する報告書は,

社会学者や都市計画研究者,建築学者などが合同で執

筆したが,こうした社会学的スラム観と都市計画の不

良住宅観が見事に入り混じったものとなり,当時の大

阪市(大阪府も含めて)の民生.住宅行政が微妙に融

合しあう雰囲気を作り出したといえる｡

当該の国連報告書では,問題点を13項目あげるが,

住宅問題を一連の病理現象として捉える見方が前面に

出され,たとえば3不良住宅の密集, 4,不法占拠,

5低収入階層, 6住宅事情に関係する社会病理現象

などがそうした観点で執筆されている｡依然として住

宅は不足し,さらに低収入階層の住宅は質的t^.rj不良

化して,世帯数の21%は危険ないし不健味な昏住状態

にあるo仮′ト屋が大阪市に5500戸.神戸市.'= 4300戸
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あるが.その居住者は,絶望的になって.公共用地や

市有地を不法占拠して,そこに古木材やくず鉄板で一

時しのぎ小屋を建て,この小屋から追い出されるのを

拒否していることがよくある｡そしてその中で西成地

区は最も汚い生活環境にあるのみならず,これらのあ

われむべき人々の生活を改良する可能性と大阪市の機

能を果たす一部として,この地区を再開発せねばなら

ない,という具合であるo (ェイプラムス他, 1960)ォ

釜ヶ崎およびその周辺にひろがる広大なバラック地区

の存在からこのような表現が生まれ出たQ

そして釜ヶ崎ブームとも言える世間-の釜ヶ崎-の

注視は,行政側の一連の社会調査-と結びつく｡表4

は, 1960年以降の調査一覧であるが,社会学者の集っ

た大阪社会学研究会の調査蓄積が実に多く.加えて大

阪市立大学や社会福祉協議会などが連携して,大阪市

とタイアップしながら調査もあわせて行なわれるc　そ

こでは民生局が中心となりつつも.計画局や建築関係

部局による調査や報告も相次ぐ｡行政の制度的介入を

保証するかのようなディシプリンのコミットメントが

大阪市立大学という公立大学にある社会学,社会福祉

学を中心に強く見られた3)0

時を同じくして,そのトーンを,前述の国連報告団が

2年後の状況を記した文章から参照してみよう(日本･

国連合同阪神都市圏調査団, 1962)���+ｸ,ﾈﾎ8.�-ﾈ+x-ﾀ

す住宅問題が緊迫化して,深刻な社会問題が顕著とな

ってきたが,そこに釜ヶ崎事件があった｡八億円の支

出をもたらしたが.スラム形成からくる危険と,これ

らを事前にうまく処理することの必要性を強調するも

のだった,というような認識からわかるように,こう

したスラムが社会的解体地域であるとの視座が極めて

はっきりしていた｡表4で特によく登場する大阪社会

学研究会が行なった釜ヶ崎実態調査報告(表4の⑤)

は, ｢大阪社会学研究会は,昭和34, 35年の科研を得

て, 2カ年にわたり,警察や役所の権力をもってして

も侵入し得なかったこの無法地帯に,社会学的な実態

調査のメスをいれるという至難な課題にとっくんでき

た｡それは大変な努力と勇気を要した仕事であったろ

う｣と,この調査を掲載した雑誌｢ソシオロジ｣の編

集後記で賞賛される｡表4の①, ②, ③, ④, ⑥, ⑩,

⑪と,釜ヶ崎および浪速区のバラック地帯の集中的調

査が続くc　そのメンバーであった光川(1964,15-16頁)

によると,昭和33年以来大阪市の社会解体地域の調査

水内

表4 1960年代の社会調査及び報告一覧

①大阪社会学研究会 大阪市における社会的解体地域の

(1959年5月) 総合的研究

②大阪社会学研究会

(1959年12月)

釜ケ崎実態調査資料集

③ 大阪社会学研究会 ｢大阪市内における社会解体地域

(1961年5, 6月) の総合的研究｣上●下(都市間嶺研

究13一5,6, 73-91頁一104ー122貫)

④ 大阪市民生局■大阪社 大阪市浪速区恵美地区実態調査

会学研究会(1961年8月,

10月)

資料集その1 その2

⑤ 大阪社会学研究会 ｢釜ケ崎実態調査報告｣(ソシオロジ8

(1961年 10月) ▼3, 1961,卜121貢)

⑥ 大阪市民生局●大阪社 大阪市浪速区恵美地区実態調査

会学研究会(1961年 10月) 資料集その2

⑦ 大阪市計画局整地課 浪速区馬淵■水崎町における公共

管理係(196 1年 11月) 施設及びその周辺部のスラムの実

態について 報告事

⑧大阪市社会福祉協議会 大阪市における社会福祉問題の分

(1961年) 布とその対策

⑨ 日本建築学生会議関 釜ケ崎ーよりよい明日の釜ケ崎をめ

酉ブロック分科会釜ケ崎研

究会(1962年7月)

ざして■

⑩ 大阪社会学研究会 ｢大阪市浪速区恵美地区実態調査

(1963年2 ,3月) その1 一2 ｣(都市間頗研究15-2 ,

15ー3, 62-78貢, 99- 116貢)

⑪ 大阪社会学研究会 大阪市環境改善地区実態調査 そ

(1963年3 , 11月) の i , n - 西成区簡易宿泊所利用

実態■

⑫ 大阪市計理局不動産

調査課 (1964年4月)

大阪市不法占拠調書

⑬ 大阪府 (1964年9月) 大阪府下を対象にした不良住宅地

区調査 165地区,不良住宅は約 2

万戸0大阪市内は73地区, 1万戸

⑭ 大阪市民生局社会 大阪市舞境改善地区総合実態開

課,大阪市立大学●社会

調査研究会 (1968年3月)

査報告書

⑬大阪府労働部}大阪市

民生局一大阪社会学研究

会 (1968年4月)

愛一斉地区綜合実態調査報告

⑯大阪市民生局,大阪社 大阪市民の愛隣地区(釜ケ崎)のイ

会学研究会(1968年8月) メージ調査

⑰ 建設省(1969年) 全国不良住宅地区調査

⑱大阪市民生局■関西都

市社会学研究会(1969年3

月)

あいりん地区簡易宿所調査

⑲ 大阪府建築部住宅開 大阪府不良住宅地区実態調査■

発課, 日本建築学会近畿 大阪府下における不良住宅地区の

支部住宅研究委負会 実態と地区改良事業に関する研究

(1972年度) I (調査は1969-70年度)

研究をしており,昭和33年は此花区高見　南区挑園,

東住吉区杭全,昭和34- 35年は西成区東四条か, 36

年は浪速区恵美か, 37 - 38年は西成区ドヤ街を調査し,

いずれも非戦災路地裏長屋と不法占拠バラックとドヤ

を対象にしていた｡あとは大淀区豊崎東と生野区舎利
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寺,そして港区田中の簡易宿泊所が予定されていた.

最終的な目標としては, ｢我々はこのような都会の

ふきだまりの地域の実態を解明することによって都市

再生の諸種の対策に対する一里塚にしたい念願をもっ

ている｣ (光川1964, 16貢)という意向のもとに,釜

ケ崎,浪速区のバラック地帯の調査は,住環境の劣悪

さのみならず,欠損家庭,犯罪,麻薬,売春,黍力団

などの赤裸々の記述が試みられた｡こうした視座は,

㊨, ⑮の調査にもある程度引き継がれる｡

一方,建築.計画系からは,都市計画用地の不法占

拠の横行に対する｢スラム｣地区-の厳しいまなざし

もあった｡都市計画の進捗を妨げている原因は,市内

に7万坪, 2600件をこえている不法占拠であり,都市

計画を着実に進めて行く上にあっては,ともあれ一日

も早く解決することが市勢の発展に大きく寄与するだ

ろうという認識である(無署名, 1961)｡そして不法

占拠の人達の全員を収容するだけの建物を建てなけれ

ばならない｡そうしなければ不法占拠に対する,この

場所を住まいにしている人達-の強力な措置はとれな

いのではないだろうかc　一公共団体で解決のつく問題

ではなく,国全体の政策として考えねばならない(無

署名, 1962),といったような｢スラム｣クリアラン

ス待望論が登場してくる｡

こうした不法占拠の実態は表4の⑫の調査でうかが

うことができ,また市会でも主に自民党筋から問題に

されてくる4)｡特に市有地の不法占拠の問題がクロー

ズアップされ,前述したような釜ヶ崎や浪速区恵美地

区以外の,バラック地区に注視されるようになる｡そ

の典型が表4の⑭調査であったc　報告書の冒頭では,

｢1961年8月の釜ヶ崎事件以来,大阪における釜ヶ崎

スラムの存在とその悲惨な現状は広く全国の人々に知

られるようになったc　-　釜ヶ崎地区-の対策が集中

的,精力的に進められている反面,残余のスラム地区

への対策があまりにも立ち遅れていることに注目する

必要がある｡この調査では市内に点在するスラムのう

ち,その住居･環境的条件や生活状態が特に低劣な6

つのスラム地区を調査対象地区とした｣ (1頁)｡

この調査を解説した大薮(1970)によれば,調査対

象地区として. a.人種的身分的差別/朝鮮人･同和地

区, ち.経済的職業的落差/新興バラック･旧住宅荒廃

地区, c.道徳的法律的逸脱/違法地区･無法社会地

区, a.日雇的出稼ぎ的臨時的労働/仮住飯場地区･ド
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ヤ地区と, ｢スラム｣を分類した後, bタイプのみを選

ぶことになったと述べている｡そして釜ヶ崎と同和地

区は除いているが, ｢道徳的法律的逸脱については釜

ケ崎の周辺でそうした地区が発生している｣と述べら

れるように,問題の核心地域ははずしているが,その

次に住宅の不良な地区が対象とされたo

選ばれた6地区については, ｢ひとつは戦前より残

存している近代型スラムであるが,他の5地区は1945

年以後の戦後の混乱期や台風,水害の後に新しく形成

され, 1955年以降の経済成長期に呼応して,拡大し,

高密度化したスラム地区であった｣ (1貢)oそれぞれを

みると.長柄地区は,長柄橋下の土手の市有地の不法

占拠,伝法地区は,市有地の空地の不法占拠,小林地

区は私有地と更に堀にはみ出した不法占拠,柴谷地区

は公園予定地の市有地の不法占拠,恵美地区は都市計

画道路,公園予定の市有地の不法占拠であり,日東地

区のみは戦前の鉄筋アパート改良住宅地区となってい

たoこの調査内容については後述するが. r建築学的な

荒廃性と生活施設の共有性とか低劣性｣がその最大の

特徴となっていると述べられ,かつ不法占拠であると

いうことより,問題地区は市当局によってはっきりと

認識されたと言えよう｡

表5 1969年当時の大阪市内における不良住宅地区

老朽専用居住地 蒲生,東平野町

老朽工住混合地
大野町■九条西,小橋北之町,大成通,

東桃谷,猪飼野酉,末広町

老朽商住混合地 北中島

老朽農村 揺 ,西福町2丁 目

文化 ●アパ■ト衝 愛隣

戦後バラック

伝法町南,四貫島元宮,下島,新家■毛

局 ,中野一北 中浜,五条通1■五条通2 ,

小林,下寺町,恵比須一杭全町,柴谷町

老朽公営 池島

1969年建設省による不良住宅地区調査から(表4の⑰)

1969年に建設省は,第2期住宅建設5カ年計画策定

の基礎資料を得るために,全国に存在する不良住宅地

区の実態を把握する概況調査をおこなった｡信漕性に

は欠けるが,大阪市の場合には表5のような地区が選

ばれており,数的には戦後バラックという項目に分類

される主に市有地の不法占拠地区が軒並みその対象と

なっており,前述の⑭調査の6地区のうち,日東と長

柄以外はこの調査でも選ばれていた｡
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表6 1975年度までの大阪市改良住宅事業一覧

水内

地 区 名

■

地 区指 地 区 面

定 年 月 積 m :

不 良

住 宅

■蓋 賭 還 蓋 ■

除 却

戸 数
J=>/ h a ^ ｣

Y T 19 6 0 .11 4 ー.3 0 0 …9 70 0 ← ■■冨 卜l 冨…■ 3 22 ､ 2 9 2

S M 19 6 0 ◆1 1 , 9 ,10 0 1 78 10 0

N H 19 6 0 .11 ー17 7 8 6 8 9 1 7 1 9 7 8 6

K S 19 6 0 .11 室 10 ,10 6 6 5 80 80 1 59 6 6

ⅠK 19 6 0 .11 4 ,13 5 6 3 三 8 1 … 2 02 1 03 5 9

5 0 i 1 00 1 6 7 1 50 50K H 19 6 0 .11 3 ,0 0 2

鶴 町 19 6 5 .1 2 5 ,9 6 0
L一 一■

8 0 † 1叫 14 1 1 00 | 頂 0-

lK 第 2 19 6 5 .11 1 ,4 5 1 12 0 '

一■■■一■■■ー■⊥

2 89 ≧ 1 2 Q

八 幡 屋 19 6 5 .ll . 3 ,2 4 2 5 0 10 0 ! 1 54 80 … 5 0

K S 19 6 5 .3 ! 9 一5 2 4 10 0 1 09 1 20 ≡ 8 8

K S 第 2 19 6 6 .3 喜 10 .4 7 7 12 6 8 0 1 50 1 60 1 2 5

愛 擬 19 6 7 .12 15 ,5 4 4 3 8 5 9 6 3 38 , 34 2 3 85

A S 19 6 7 .12 8 ,0 3 2 12 6 8 0 i 20 8 2 66 2 84

宿 19 6 7 .12 6 ,8 13 9 2 1 39 92

ーー- ▲M S 19 6 7 .3 17 ,9 1 6 1叫 可 Iて 議 ▼ 2 1 1 】 1 44

池 島 +19 蔽 12 10 1.0 0 0 6 8 7 9 8 |二画 二 ▼5 10 †▼■■▼■▼■■■6 8 7
ÅK 19 68 .3 ; 5 ,9 2 4 5 1 8 2 1 04 8 1 5 1

H N 19 69 .2 】 17 ,2 0 0 15 0 8 1 1 1 1 , 18 8 1 49

′ト林 19 70 ー1 7 5.6 00 9 6 7 9 7 | 14 4 ーー0 0 0 5 3G
▼ A S第 2 19 7 1.2 3 2 ,1 0 7 2 84 岳■r 口 盲亘 4 59 2 84

ⅠK 第 3 19 7 1ー2 15 ,4 78 2 2 9 】 9 0 18 8 +++ T■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■+4 0 9 1 2 25

H R 19 73 .3 2 0 ,11 7 2 3 8 8 0 16 1
二 男 三 塁

A H 19 75 .3 2 4 ,3 2 7 19 2 10 0 9 1

S M 19 75 .1 1 1 6 ,1 0 0 17 9 8 3 1 55 2 4 9 1 79

■南 面 加 島 1 97 6 .1 6 ,3 00 8 0 ‥ 10 0 : 12 6 4 9 , 80

資料:大阪帝建築部『`76　住宅年報』に筆者加筆修正｡ゴチ

は,順位規模3位までの地区を示している.

こうして｢スラム｣としてひとくくりにされた地区

を対象に,既述した民生局による｢スラム｣対策が1960

年代に課題として釜ヶ崎および浪速区恵美地区と不法

占拠地区があげられたのである｡こうした地区の改良

の遂行を法的に裏付ける有力な法律は1960年制定の

住宅地区改良法であった｡判定基準は,不良戸数50戸

以上,不良住宅戸数比率80%以上,住宅戸数密度が80

戸/haという判定基準のもとに選択された｡ 1960年

代は大阪市内において,表6のように極めて劣悪で超

過密な地区の大部分はアルファベット略記した同和地

区であったが,同和地区以外では不法占拠のバラック

の改良事業は,純粋には小林(タブングヮ-を含めた)

と愛隣の一部地域だけであり,その他は,鶴町,八幡

屋,宿,池島,南恩加島の老朽の公営応急仮設住宅の

改良事業であったことが判明する｡

しかしながら不良住宅は,こうした性格の地区だけ

にはとどまらない拡大の様相も呈してきた｡表5でも

明らかなように,非戦災の老朽木造密集住宅地区,そ

の大部分が1970年代後半になって典型的なインナー

シティ地区に当たることになる老朽工住混合地が問題

化され,そして文化住宅,アパート地区や公害激甚地

区も同じような形で注視されることになる,三村

(1984)はこうした状況について,昭和40年代にはいっ

て,問題住宅地区は今までのような戦前からのスラム

や,戦後の不法占拠や闇市以来のバラック街だけにと

どまらなくなったと述べる｡

いわゆる70年代のインナーシティ問題は,釜ヶ崎や

バラック地区-の注視とは大きく異なる,経済,住宅,

都市計画政策として進められることになるc従前の都

市病理学的なスラム観とは明らかに一線を画すもので

あった｡応急仮設住宅地区の改良や最大のバラック地

区であった浪速区恵美地区の整理,および私有地バラ

ック地帯で図抜けて大きかった小林の改良事業が着手

された1970年を境に, ｢スラム｣対策は一度落つき,

同時に｢スラム｣ということばも使用がためらわれる

ようになり,当該対策は環境改善事業と名前をかえ,

釜ヶ崎固有の問題としてそれ以外は同和地区の改善に

もっぱら適用されることになった｡

(2)大正区における｢スラム｣クリアランスに関する動き

以上大阪市の｢スラム｣対策および, rスラム｣観の

変遷について述べたが,小林地区は, 60年代前半の釜

ケ崎,そして不法占拠地区への注視,都市病理的な観

点からの｢スラム｣観のなかで,住宅地区改良法によ

る事業遂行に伴なう判定基準を軽くクリアするほど物

理的には不良であったこと,そして同和対策事業の着

手などの要因が重なって,沖縄｢部落｣,沖縄｢スラム｣,

沖縄バラックとしてまなざしが向けられることになる｡

しかしながらこの件に関する大正区という地元の言

説を辿って行く限り,沖縄バラック-の注目は1960

年代後半になってからであった｡大正区中央部の材木

街の住之江区-の移転が,大正区の事業の中で最も難

航したのであったが, 1955年の時点では.大阪市の外

郭団体の編集による雑誌｢大阪人｣では, ｢工事は順調

に進み.あますところ小林町の問題だけとなった,果

たして日本一の内港計画か,日本一の材木衝か,小林

町の材木街は不穏な空気に包まれている｣ (無署名,

1955, 840頁),という状況が記される‖
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■ヽ

▼

10年後の1965年には,同じ『大阪人』での｢この

町をよくするために:大正区｣の記事において(無署

名. 1965),なかなか進まない区画整理が,防潮堤の

建設も遅らせ, ｢材木屋の移転は昭和27年ごろからや

っているが,これが進まないと区画整理が出来ず,紘

幅も舗装もされないまま,台風が来たら水の逃げ道が

ない,全力をあげねばならないのだが　　　木材業者

が200軒, 120-30軒は平林に動いたが,あとがどう

も移転してくれない｡せっかく換地して移転したのに

また戻って住んでいる人もいる｡市はちゃんと監視し

てもらわんと,怠慢でっせ｡立派な町になるのに,あ

と5, 6年すれば見とおしがたつが｣,何が他に問題か

ということで,不法占拠のことが触れられる｡ ｢危険な

瞳時防潮堤,鉄鋼埠頭から紅葉橋のほうにかけてかな

り梅が広がることになるが,今そこは不法占拠に人達

が沢山いて区画整理が遅れている｡だから港湾局も地

盛ができてないからというんで,そこが塩時の防潮堤

なっている｡下からいつも漏ってくる,早く区画整理

と内港化計画を完成させないと,大正区はだめですよG

仙川土木局の方でも立ち退く所-道路だなんだと金を

入れるのはばからしいという状態で,そんなところ-

我々も道路をちゃんとやってくれとは言いがたい｡で,

現在は北恩カロ島町,新千歳町.小林町あたり差別待遇

を受けているようなもんですわ｡ある事情のために区

画整理が遅れ,盛り土が遅れ.従って恒久防潮堤も遅

れてくるので,本当に考えないといかん問題だ｣,とい

うふうに,材木屋の移転難航とともに,不法占拠の地

区-の大正区名士層の目も厳しくなってきたことが読

み取れるc

1968年の3月市会計画土木委員会では,社会党議員

が,この取り残された沖縄スラムをみて,近所に来る

沖縄の人はどう思うだろうかとして, ｢祖国復帰を悲

願としている沖縄の人々に,市は同胞の立場から暖か

い手を差し伸べるべきだ｣と,沖縄スラム問題を取り

上げる｡ここで担当局長がその答弁で,このバラック

で権利関係も錯綜している状態では,区画整理事業で

は無理だろうから,改良事業の適用を考えているとい

う発言が公式に初めて引き出される(｢朝日新聞｣ 1968

年3月20日)G

同時期に.大阪府建築部の井上(1粥8)は, ｢沖縄スラ

ムについて｣と摩して,雑誌r住宅｣に寄稿しているc

そこでは,区画整理事業完了の目途がつかない唯一の

小林地区は,地主は3人おり区画整理には協力的であ

るが,不法占拠の390世帯の移転先はどうすることも

できず放置されている｡仮換地の指定も盛り土の終わ

ったところに順次しているので,なかなか指定まで行

かない｡しかし高低差がどんどんできてゆき,もとも

との低湿地がますます低くなって行くQ　区画整理事務

所総勢50名中, 8人が補償で戸別交渉を行なっており,

そのうちのひとりが′J､林地区担当であるが,どこから

交渉の糸口を見出したらよいのか思案にくれ,現在の

所全く交渉には入っていない,と述べる｡

そして｢小林地区は昭和41年度に区画整理事務所よ

り,建築局に対し改良事業に取り上げて欲しいとの要

望｡家主対策はどうするのか,区画整理事業との関鼠

地区住民からの強い要望が未だないからということで

事業化に踏み切らなかった｡しかし沖縄復帰問題とと

もに当地区もクローズアップされ,市会でも建築,氏

生両サイドより問題にされた｡また市の内部でも,也

区住民より強い要望がないからといって現状のまま放

置することはできない,また改良事業を行なうことに

より390世帯の移転先が決まり,区画整理事業も進み

大正区全域が立派な街づくりができるのではないかと

言う声が出ている｡住宅問題も衛生問題も解決され,

小林地区のスラムを解消するには改良事業しか考える

ことはできない｣ (22頁),として,社会福祉審議会に

諮問をかけ, 1968年9月に関係部課長会議を召集とい

ラ,住宅改良事業導入の段取りが示される｡

そして, 1969年の記事では,地元の要望に答える市

の区画整理局長の弁として, ｢沖縄部落と呼ばれてい

る千九十戸を新しくつくる千島町の公園南側に移転し

てもらい.跡地利用としては企業団地などを考えてい

る｡こうした区内の一連の事業とともに区画整理も昭

和46年には完了させ,その後は大正区を住みよい町に

つくってゆきたい, ･･･-この中で特に沖縄部落の住宅

問題について,改良住宅的なものを大阪市がこしらえ

て,すっきりした形のものにするというのは結構だが,

またぞろ,十年もすればスラム化していく可能性も考

えられるが,そんなことはないだろうかと心配する声

もある｡日日･,ただ市としてもできるだけ移転後もス

ラム化しないように意を尽くしてまいりたい｣ (無署

名, 1誹;9)｡

1969年初頭と思われるこの市の答弁を裏付けるよ

うに, 1969年3月市議会で,市長は,港･大正区の区
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画整理の予算計上と, ｢特に大正区の小林町低地帯地

区改良事業の促進をはかる｣ (大阪市, 1969, 8貢)と

答弁し,その事業促進を約束している｡

そして1969年4月に計画発表があり,こうした機

運をマスコミはバックアップし, ′｣､林町の読者の声を,

｢置き去り``小林低湿地"　密集バラック,ゴミ,蚊,

ハエ｡改良地区指定-ようやく市も動く｣という記事

として,同年10月末に流す(｢朝日新聞｣ 1969年10月

27日)｡そして11月14日に大阪府都市計画地方審議会

で正式決定し,建設大臣によ･る指定も内定する(朝日新

聞1969年12月11日)o　まさにその日に小林地区で冒頭

に述べた大火が起こる｡

この経緯だけから判断すれば,住宅地区改良法にも

とづく指定条件を軽くクリアーしており,かつ表6の

ように最大規模であった小林地区の｢スラム｣クリア

ランスは,住民側からの立ち上がりよりは,行政主導

で動いたような感を抱く｡先ほどの井上は, ｢スラムを

なくするという強い行政姿勢が望まれる｡強い要望が

ないといっても,住民は安い家賃の住宅建設をという

のが他を圧して圧倒的に多いことは忘れてはなるま

い｣ (22頁)とし, ｢今後であるが,さらに沖縄出身者が

流入してくるとして,本土での生活がスラムの申しか

ないとするならば,施政権,基地,本土生活と三重の

差別の中で暮らすことになる｡大阪市民である限り,

大阪市として何らかの行政の手を差し伸べることは当

然であり,他270世帯の沖縄以外の大阪市民も,現在

の社全体制の中では低所得に甘んじている｡貧困がス

ラムを生み.スラムが無教育を生み,無教育が貧困を

生むというサイクルの悪循環を行政が断ち切る必要が

ある｡そのためにも環境改善であり,それは住宅地区

改良事業を行なうことである｣ (23頁)という言からは,

沖縄問題まで視野に入れた官僚のある意味でまじめな

取り組みが読み取れる｡

大阪府建築部住宅開発課(1972)は,今までの住宅改

良事業を評する中で,その問題として,行政側が地区

の把握に欠けている/地区住民要求からの事業が多く,

行政側に積極的な姿勢がない,だから同和地区が多く

なる,などの点を上げるが,同和地区が要求型の住宅

獲得運動をしていたのに比し,一般地区ではそうした

動きがほとんどなかったことの証左ともなっているo

このような状況のなか,以下では,実際に小林地区で

はどのような動きが住民側からあったのかを次に検証

してみたい｡

(3)クプングヮーの実態と住民の動き

このクプングヮ一については, 1968年7月に朝日新

聞で｢放置される沖縄スラム｣という記事に代表され

る｢スラム｣らしさが紹介されたc ｢大阪市の南西部,

大正区の片隅に"沖縄スラム"とよばれる一角がある｡

大正区小林町　　-市の区画整理事業で造成されたま

まの空地が,そこに残り,ゴミがつもり,草がのびて

荒れ放題｡再開発が進められている大阪の中で,忘れ

られている地域であるo　ジメジメした湿地帯の上にひ

しめくバラックB　そこに約千五百人の人が肩を寄せ合

って生きているニ.そのうち約三割が沖縄出身者だ｡

表通りから,一歩路地-踏み込むとバラックの密集

地帯だo長さ約四百メートル,幅百メートル前後の細

長い土地に四百世帯が住み,廃材を打ち合わせただけ

の軒先をぬって迷路で入り組んでいる｡バラックの床

下をドブが流れ,あふれた水は家の土間-流れ込む｡

ちょっと雨がふれば地区全体がドロにぬかるみ.一向

に乾かない{,床上浸水は年に二,三回は必ず起きる｡

そして町をおおう下水とゴミの腐った匂いo　ほとんど

の家は一間だけo炊事場があるのはいい方だo　自分の

家に水道の蛇口があるのは,全世帯のやっと半分｡便

所さえも共用のところが多い｡火事になったら致命的

であるc　地元の消防署も｢火を消すことは不可能o人

命救助だけを考えているが･ ･｣ (朝日新聞1968年

7月15日朝刊)と診断する｡具体的に数値でこうした

クプングヮ-の状況を押さえてみよう｡表4の⑨調査

において,クプングヮ-が調査対象地区のひとつとな

っているので,どのような生活空間であったのかをみ

てみたい.=r　そこで紹介されている地区の形成史につい

ては水内(2000)で引用しておいたが,まず調査結果を

表7に簡略化して表してみたo

小林地区-クプングヮ-となっているが, 390世帯

という調査対象世帯数は恵美地区と並んで最も多く,

住宅構造的には,バラックが半数,老朽家屋が半数と

なり,バラック地帯の長柄,伝法.恵美とは異なる構

成となっている｡過去20年以内建築された家屋が7

割近くで,この比率は日東を除きよく似た傾向となっ

ているo　共同水道や共同炊事などの率は比較的低い0

年齢構成では, 50才以上の比率が他地区に比べやや

水内
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表7 1968年の民生局の大阪市内6地区調査による地区及び世帯主の状況

511

世 帯 主 調査 長 柄 伝 法
′順 2 (# 温

恵 美 恵 美 北 日東 柴 谷

調査 対象世 帯数 2 7 4 1 3 90 (11 7) 3 9 0 (1 1 7 2 7 5 2 09
総人 口 9 5 15 4 144 1 1 14 9 9 4 9 7 94

バ ラック仮小屋 37 % 10% 14% 17% 5 6% 3 % 1 5%

バ ラック長屋 56 % 9 0% 4 1% 3 2% 3 9% 0 % 4 4%
老朽 戸建 4 % 0 % 18% 2 1% 1% 1% 1 7%

老朽長 屋 4 % 0% 2 4% 2 6% 3% 0 % 1 1%
連続 鉄筋老 朽 0 % 0% 0% 1% 0% 9 5% 0 %

築後 :10年未 満 15 % 2 4% 19% 2 4% 2 5% 1% 5 1%

築後 : 10 - 19年 4 8 % 5 1% 4 9% 50 % 5 8% 1% 3 2 %

築後 :2 0年以上 3 3 % 2% 19% 1 4% 1 3% 9 9% 4 %

1室 3 7 % 2 9% 3 2% 5 4% 13% 5 1%

2室 3 7 % 4 1% 4 6% 3 2% 7 2% 27 %

3室 2 6 % 2 9% 2 2% 14 % 15% 22 %

平 均世 帯人員 3●5 3◆8 3 .7 2●9 3●5 3●8

持 家 5 6 % 7 3% 3 1% 4 9 % 4 1% 4% 36 %

共 同水 道 74 % 9 8% 5 4% 86 % 19% 6 5%

共同炊 事 10 0 % 4 4% 2 7% 2 5%
■

1% 2 2 %

共同くみ 取り 9 3 % 7 6% 4 5% 56 % 0 % 5 9 %

15歳未 満 (総 人 口) 2 6 % 3 9% 3 3% 2 7% 2 3% 3 5 %

15 - 30 才 2 5 % 19 % 2 5% 2 2% 2 8% 2 3 %

3 卜 50 才 2 6 % 26 % 3 1% ■ 3 3% 2 3% 3 0 %

5 0一6 5 才 17 % 12 % 8､ 1 3% 18 % 9 %

6 5歳以 上 5 % 3% 3% 5% 8% 2 %

夫 婦世 帯 7 4 % 8 0 % 7 5% 6 9 % 7 4 % 72 % 73%

再 婚 0 % 20 % 9% ‡ …喜%% 14 % 13%

離 婚 一家 出●死別 0 % 2 0 % 14 % 2 1% 1 1%

学歴 ‥義務 教育 まで 5 9% 9 0 % 79 % 8 5 % 7 4 % 79 % 7 7%

常 用 2 6% 2 2 % 62 % 53 % 3 7 % 4 7% 5 4 %

日雇 ●塩時 2 2% 4 1% 18 % 18 % 2 0 % 5 % 19 %

自営 15% 17 % 7%1 1% 0 % 2 5 % 13 %

無 職 2 2% 15 % 9 % 19 % lo艶

生 活保護 4% 2 0 % 6 % 13 % 7% 11%

疾 病あり 0% 3 2 % 7 % 0 % 13 % 9 %

出 身池 :大阪市 内 1 9% 12 % 12 % 7% 4 9 % 12%

出身 池 :近 畿地方 19 % 2 % 8% ■39 % 18 % 13%

出 身池 :近 畿以西 3 7% 5 4 % 43 % 4 0% ∃ 19 % 4 6%

出身 池 :近 畿以東 19% 5 % 3% 7 % 12%

出身 池 :沖 縄 0% 7 % 30 % 2 % 0 % 1%

出身 地 ‥外 国 7% ■ 2 0 % 4 % 3 % 13%

朝鮮 ●韓国 籍 4% 4 1% 1% 2 % 3 % 16%

その他 国籍 7% 0 % 5 % 0% ■ 7% 0%

来 任時期 :昭和 2 0年 以前 4% 7 % 7% 4 % ! 3 4 % 1%

来任 時期 :昭和 2 0年代 4 8% 17 % 2 2 % 3 0 %
■

3 2 % lo≠

来任 時期 :昭和 3 0年以 後 4 8% 7 1% 6 8 % 6 4 % 2 1% 8 8%

居住 意思 :永住 したい 2 2% 9 5 % 5 7% ■ 9% 7 2 % 3 9%

近 隣関係 ‥濃 厚型 4% 0 % 15 % 1 7 % 9 % 5 %

人 間関係 ‥濃 厚型 0% 0 % 6 % lo鵠 7 % 2 3%

生活 設計 を立てていない 4 4% 3 4% 36 % 3 4% 15 % 4 1% 3 3%

宗教 団体 に加 入 4 8% 5 1% 19 % 1 9% l2% 19%

資料:大阪市民生局社会裸(1968)より｡小林地区は沖縄出身者だけの別集計も掲載｡恵美地区は北部地区の珊査が中心となってい
るQ

低く,若壮年層が比較的多いことがわかるc　家族構成　　　世帯主の出身地については,総じて近畿以西が多い

や義務教育率は平均的な値であるが,職業構成は常用　　中で,小林地区はやはり,沖縄出身者が群を抜いて多

が6割を越え,他地区との大きな相違となっている｡　　　く, 30%であるc　しかし外国籍の割合は低く　6%であ
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るc来任時期は1955(昭和30)年以降が7割近くと圧倒

的に多く,永住意思は半数以下となっている｡この値

は他地区と比べ微妙な値であるが,近隣関係,人間関

係の濃厚型は平均的な値で,生活設計が立たない人の

割合も3分の1と平均的である｡宗教団体については

その加入のほとんどが創価学会であると報告されてい

る｡

このように,他地区に比して,比較的若く,新しく,

そして常用労働者が多いという点がその特徴であるが,

本調査者はこの小林地区を評して, ｢新しいスラムの

代表格であろうG　両地区(柴谷三水内注)ともに世帯

単位の居住者が大部分であるが,問題【まその職業形態,

来任時期,来任理由などが,ドヤ街の単身労務者に類

似しており,従ってこれらのスラムはバタヤ街などの

ような戦前型スラムではなく,まさに今日の産業化,

都市化の産物であることに注目する必要がある｣ (3頁)

と位置付けている｡この調査者の大薮自身｢住民は精

出して働けば楽になれると信じており,流れものや犯

罪者もはいりこんでいない｡他の都市スラムのように

道徳的荒廃まで進んでいない｡住民は差別されている

とは思っていない｣(朝日新聞1968年7月15日朝刊)

と語っているoまた前出の井上は, ｢ rスラム｣の陰性

的な語感,地区住民の精神的な問題,物理的環境等を

考え,物理的環境だけにより｢スラム｣と呼ばれるこ

とをきらっている｡地区住民の人間関係や,まじめな

生活態度を考えると他地区には見られない陽性的なと

ころも見られる｣ (20頁)と評している｡

′ト林地区は住環境的に確かに非常に低劣な状態にあ

ったことがこうした調査から判明するが,この劣悪さ

が,当時の沖縄返還時期に重なる沖縄イシューの昂揚

に結びつく言説がいくつか登場してくる｡と同時に日

常生活空間における住民のたくましさ-のあついまな

ざしがないまぜになって表現された1970年代のいく

つかの住民側の動きについて次に触れてみよう｡

(4) ｢スラム｣クリアランスと住民の対抗

沖縄から出てきた青年がみた大正区,そしてその中

のクプングヮ-が,本土での貧困の象徴として捉えら

れたことをまず指摘しておきたいc　これは当時本土に

やってきた青年の次のような回顧にうかがえよう｡

｢今でこそ大正区の街もきれいでハイカラになってる

けど,あのころはやたら労働者が作業着姿で歩いてい

るのが目についた(1971-72年ころか三水内注)｡沖縄の

人が多いのでホッとする反面,何と貧しいとこやなあ

という気がしたね.当時はまだタブングヮ-があった

のよ,立ち退き前の｡あれ見たとき,がく然としたね,

これが本土における沖縄の現実なのか,つて｡本当に

スラムそのものなんやから｡そんなこと言ったらクプ

ングヮ-の人は怒るかも知らんけど,実際の話,そう

なのよo共同便所に共同水道o路地は迷路になってて.

家は板切れとトタンでつぎはぎだらけoいかにも沖縄

の人が追いこまれた生活をしているかが,一目瞭然で

わかるわけよ｣ (垣花, 1996, 119頁)｡

そしてそのクプングヮ-の生活自体が,そこでの生

活経験者が回顧する, ｢あのときにはまあなんという

かあな,沖縄の人達で,振立て小屋も自分たちでつく

って,それで｢いい,いい｣って感じだから,どこへ

いっても私くらいの年代の者は,まあ,こういう惨め

な暮らしだったと言いたくない人は,まあ,いるかも

しれないけど｡でも私らは,みんなの寄り集まる烏合

の衆o　まあ烏合の衆といったら悪いけれども,みんな

が集まると,悪い習慣が,よってたかって胸の夢憤を

晴らすためにねえ,夜通し起きとって,カチャーシー

して,道からも唄って歩きよった｣,という状況があっ

た(ヴァディム, 2000)a

こうした日々の生活や労働に没頭していた一世には

がゆさを感じはじめていた二世,あるいは沖縄からや

ってきた若い世代にとっては,目に見えて貧困が景観

的に現前したことのインパクトは, 1960年代末から

70年代にかけての時代状況の中で強烈に運動に表現

されることになる1968年には｢大阪沖縄連帯の会｣

が,内地の人々を中心に結成されたが,ウチナーンチ

ュの組織が必要であるということで, 1969年に｢沖縄

青年友の会｣,そして機関紙｢石の声｣が生まれる5)｡

当時,就職差別に端を発して放火殺人事件となり有

罪後自殺することになる沖縄出身の山口君事件,そし

て同和教育用読本としての『にんげん』中学編に部落

差別と並んで沖縄差別を取り上げる記述があったこと

に対して,大阪沖縄県人会が配本阻止の行動を取った

ことなど,大阪における沖縄出身者内での態度表明に

亀裂が生まれ,その亀裂に差別感の本質を問う議論が

相次いで起こることになる｡すなわち被支配階級とし

て,部落,朝鮮,沖縄を結びつける,同時に,大阪沖

縄県人社会の少数の成功者の支配構造を指摘する議論

水内
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の登場であり,ここでは特に沖縄出身の教員を中心と

にして,部落解放同盟との関わりが非常に大きくなっ

てくる｡

1971年には山口君事件を契機に.部落解放同盟側に

立つウチナーンチュが｢関西沖縄県人差別問題研究会｣

を結成する｡この会によって1971年に創刊された機

関米｢沖縄差別｣ 1号(1971年)の｢創刊のことば｣を

みてみよう｡昨年来の解放読本『にんげん』をめぐる

対立を鑑みて,極めて大きな衝撃を受け, ｢この関西の

沖縄出身者が,あらためて自らと,ウチナ一に対する

本土の差別,それに対する自らの対応を,真正面から

みつめることこそ.七二年返還以降の沖縄の闘いに明

確な方向を見出す基礎となるであろう｡われわれ一人

一人が,そのほんとの言葉で問いかけるときが,いま

きている｣｡この1号は,ほぼ全寄稿がこの『にんげん』

の問題に関するものであった｡

｢沖縄差別｣ 2号<1971年)のあとがきには, ｢ "沖縄

差別"とは何か,その実体をつきつめるために,私た

ちは会を組織し.この機関誌を発行することにいたし

ましたoそれは, 72年返還というレールに乗かって行

けば,真の(差別されない)日本人になれるんだ,と

する考え方に疑問があるということでもありました｡

沖縄に対する差別をどうとらえるか,一人一人の持

っている尺度によって相違があることは.創刊号や本

号のそれぞれの論旨によっても知ることができます｣.

と自身の沖縄-のアイデンティティを差別問題とかか

わらせることにより,具体的な運動-と転化させて行

く論理を部落解放運動に見出して行く｡

同じく雑誌｢解放教育｣も1971年に創刊されるが,

1970年代前半だけを見ても,表8のように,実に多く

の沖縄イシューをめぐる寄稿が見られることになる｡

｢解放教育｣ -の集中的寄稿もさることながら,この

表にうかがえる執筆者は,教員を中心に｢沖縄県人子

弟の教育を考える会｣も組織し, 『沖縄の解放と教育』

という冊子も発行した{=本村周広,津泰山政栄.真栄

田義弘,金城良明らの寄稿者からうかがえる当時の教

育状況の説明からは,住居環境からは勉学の環境が整

えなく,親も子供の教育に対する関心は高いものの,

生計の都合などで現実的な教育観を持ち,家庭でどう

するというところまでは及ばなく, ｢先生任せ｣であっ

た｡このような状況で沖縄県人の子供は一般の子供よ

り進学率は低くなり,就職率が高かった｡特に女の子

｣サ

の場合はこういった傾向が著しかった｡ということで,

教育環境の低さを家庭環境と地域環境に5拝める議論が

前面に押し出されるc

表8 1970年代前半の雑誌｢解放教育｣寄稿の沖縄関連
論文リスト

1 1971;儀閤　進

2言1971揮嘉山政栄
2喜1971…沖縄教職員

3

3

4

4

4

4

4

4

5

9

9

9

9

20

20

20

20

40

40

40

∠ゝ

`=言

金城良明
照星正雄

一特集一

井上　清

森田俊男

新垣秋好
本村周広

真栄田義弘

中村拡三

大江藤三郎

一特集一

俵間　進
福地味昭

岡本悪徳
津嘉山政栄

岡部伊都子

大城立裕

津嘉山政栄
本村周広

金城良明

解放の思想と復帰の思想

沖縄に問われているもの

｢沖縄差別｣から部落解放教育を考える

資料,解放教育読本Fにんげん』につい
て

沖縄差別とわたし

｢返遼｣と差別

一部落解放と沖縄解放一

沖縄差別とは何か

沖縄の解放と民主教育の課題

落解放運動と沖縄解放

関西在住沖縄県人の子どもと解放教育
縄の子どもと教育の機会

にんげん』をめぐる沖縄問題の経過と

-沖縄の解放と教育-
縄の現実と差別

沖縄の解放と教育

沖縄の歴史と差別

関西在住沖縄県人の子どもと解放教育
生活一差別とのかかわりも含めて-

Tにんげん』･･.-..]�"おきなわ』別冊(伝

鰭)

沖縄に照らされて

文化問題としての｢沖縄J
沖縄一歴史と現状と解放を

ウチナーンチュとして生きてきて

山口重光君｢事件｣と沖縄差別

淡会-被差別競一戦線をめぐって

いずれにしても,沖縄出身あるいは沖縄を出自とす

る大阪在住の教員の,沖縄イシューとのかかわりには

部落解放運軌　同和教育との遭遇が非常に大きな要因

を占めていたようである｡こうした遭遇は,大正区を

含めた大阪市臨海部をエリアとする教組活動では,同

和地区がなかったということで見られなかったが,市

内の同和推進校などに配属されることで.差別の問題

を部落と同じ地平で沖縄においても語る基盤を得たよ

うである｡

闘争面での部落解放同盟とのつながりは. 1969年暮

れの二度のクプングヮ-の火災においても,解放新聞

大阪版(1970年1月15日版)がその大火を取り上げ,

解放同盟は救援物資を区役所に託している6㌔記事で

は｢差別行政がこの火事の責任者だと差別行政を糾弾
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するとともに,おなじく差別にくるしむ沖縄県民に対

する連帯のカンパを各支部にうったえた｡日日-北恩加

島町の場合は二度も差別行政にやかれながらなきねい

りにおわっている｡これは,まさにしっかりした差別

に対する認識力と組織がなければ,ほったらかしにさ

れることをしめしている｣と,クプングヮ-の差別撤

磨-の闘争をもとめている｡

一方, 1972年には,ルポライター金城朝夫(1972)に

よる｢ルポ　見捨てられた沖縄-北恩加｣が登場する｡

クプングヮ一に運動が入る直前の状況が述べられてお

り残された8ミリビデオとともに貴重な情報となって

いる｡クプングヮ一に住む組合運動家との関係

で,東京での運動家がクプングヮ一にやってきて,住

民の現状-の認識や意見をインタビューしたものであ

るo　なぜ立ち退き問題で,三里塚闘争に参加している

沖縄出身者のように闘わないのかという疑問が出され

るように,住民主体の運動は起こっていなかった｡む

しろクプングヮ一住民の気持ちの上での,そして生活

の上でのつながりが失われているのではないか,同じ

出身者の中でも,差別されなくなった人達と,まだ差

別されている人達との対立,もっと言えば.クプング

ヮーの住人たちと,彼らを差別する沖縄出身者たちの

亀裂を指摘する｡沖縄県人会の上層部がこの立ち退き

問題で,クプングヮ一に足を運んだことはないし,マ

スコミが歪めて取り上げすぎているとの憤慨も県人会

側から出てくるとも述べている7㌔

住民側がこのように,日常的にも政治的にも,まと

まった組織化が不可能な状況で, 1969年ごろからタブ

ンダフ-からの移転が徐々に進んで行くo l!娼0年代末

から1970年代初頭のクプングヮ-の状況について,

たとえば1969年末の2度の｢大火のあと,被災者は

市役所に座り込みをかけ,市営アパートに移ることが

できた｡また火災をまぬかれた人たちでも,土地や家

を売って, ``北風加"を引き払った人や,借家を変えた

人たちいた｣ (金城郁夫, 1972, 161頁)と,改良住宅

として1969年に最初に小林東2丁目に建設された市

営改良の千島住宅(焼け出された保育所も付設)に入

居する例もあったが,躍災証明を持った被災者だけで

あった｡その他大部分の住民は, ｢立ち退きで反対闘争

はなかったo　自分の家のときだけは,立ち退き料をは

やく払えとか,良いところ-移りたいとかはあったが,

立ち退きはもう決まっていたので,だれも反対しなか

った,みんな覚悟していた｡良い場所,商売している

人は争っていた｡でも成田空港みたいにはならない,

自分の土地じやないから｡借りた土地でも70%もらえ

たから｣ (0さん)8 ｢反対闘争という意味では.すぐに

立ち退く家はほとんどなかった｡だが残った家の周り

がだんだんと埋め立てられていき,自分のところだけ

窪地に残ってしまって水が溜まり,最後には立ち退か

ざるをえなかった｡反対したくても最後までできなか

った｣ (Kさん) (いずれもヴァディム(2000)より)c

このクプングヮ一については,既述したように1970

年1月に改良住宅事業のための地区指定がかけられ,

対象住民が確定された｡持ち家層は,高率な減歩にも

かかわらず,換地などでなんとか新しい居住地を獲得

していったが,借家層はわずかな移転料で涙を飲んだ

り,そして土地関係の複雑の世帯は交渉が難航してい

た=　そして特に問題を抱えたのが,地区指定後にクプ

ングヮ一に居を構えて住み始めた人達であった｡金城

朝夫(1972)のルポでは,次のような事実も描かれてい

る｡ ｢--市営住宅へいれてくれるまで頑張っていよ

うかいうてるんが,なんでも四十九年までここにがん

ばっておれば,市営住宅に入る権利があるいうんや｡

Mさんという宗教団体の人が,そういうてるんや｣(160

頁)とか, 1969年11, 12月の二度の大火後, ｢--被

災者は市役所に座り込みをかけ,市営アパートにうつ

ることができた｣(161頁)との叙述を得る｡このように,

住民としても立ち退きは折り込み済みとしても,いか

にその条件をよくするかに,ある人は宗教団体に,あ

る人は市議を通じた政党に,そして互いに疑心暗鬼に

なりつつ,といった精神的にも混乱した状況であった

といえる｡

こうしたクプングヮ-の状況に対して,上述した勃

興する沖縄出身者を中心とする運動に関わる青年の中

から,地域の改善に立ち上がる運動がおこりはじめる｡

｢大正区にウチナーンチュの運動をつくらなあかん,

て考えてん｡そのころは沖縄闘争真っ盛りのときで,

学生や労働組合,市民,どの集会-言っても,沖縄返

還,沖縄奪還,沖縄解放て,いろんなスローガンを叫

んでる｡でも身近な大阪の大正区に,これだけたくさ

ん沖縄の人がいることも,その生活実態も,皆知らん

わけやc　知らんで,沖縄闘争に勝利するゾとか言うて

るc　そして大正区のウチナーンチュも,クプングヮ一

に見られるように生活はめちゃくちゃひどいのに,声

水内
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をあげようとはせえへん｣ (金城勇, 1996)｡あるいは

｢沖縄人やいうて差別されるのは,何もその人だけの

問題でなく,沖縄と日本という社会的間啓や｡そやの

に,その人の個人的な問題で終始させられてるo　だか

ら,差別された怒りや悔しさが組織化されへん｡みん

なひとりで悶々と右往左往して,結果,はけ口を身近

な家族とかに向けていくねん｣ (金城肇, 1996),とい

った若い世代の煩悶と,それに対して打開の糸口を見

出そうとするうねりがあった｡

運動体がこのクプングアワーに決定的に関わるよう

になったのは,上述した｢沖縄青年友の会｣や｢関西

沖縄県人差別問題研究会｣ , ｢沖縄県人子弟の教育を考

える会｣を支えた青年層が, 1973年10月25日,関西

沖縄解放同盟(準備会)を組殺したことにある｡前年

の沖縄返還以後,潮が引くように沖縄イシュー-の熱

気が冷めて行く中,はたして沖縄問題は終わったのかo

大阪の沖縄を見るだけでもはらわたが煮えたぎるよう

な悲惨な実態があるo　こうした沖縄の悲惨な歴史をた

ちきって,差別と迫害に立ち向かい,沖縄の解放をな

しとげるために結集されたのが,この関西沖縄解放同

盟(沖解同)であった(字多, 1999),その中心的役

割を果たした峰浜によれば,クプングヮ-の問題は,

｢私の想像を絶する｢沖縄問題｣を象徴する｢大事件｣

であったo rクプングァ-｣の前では｢沖縄県知事｣や

｢沖縄県民｣の誰もが｢我が目を疑い｣ ｢立ち凍み｣,

｢狼狽｣し, ｢ヤマトウにおける沖縄人の悲惨で類酷な

生活｣に｢日本政府の沖縄政策｣の｢本質｣と｢本性｣

を見抜けた｣のではないだろうかと,解決されていな

い沖縄問題のひとつひとつに取り組む組耗として,こ

沖解同を位置付けていた(峰浜, 2001)a

そして特徴的であったのは,沖縄人が誇りを持ち,

沖縄解放に立ち上がることを第一義にして,地域闘争

として,劣悪な環境の低湿地帯に住む沖縄出身住民の

権利を守り,住環境改善を目的としたクプングヮ一関

争と,山口君事件に取り組むというふたっのスタンス

を取ったことであった.特にここで壬生目しておきたい

のは,クプングヮ-の改善をはかる地域闘争なるもの

を導入したことであった｡そして1972年までの沖縄

返還運動を教訓に,徹底していっさいヤマトの人間と

同調しない,事務所にはいっさいヤマトをいれない,

沖縄闘争に関してはウチナーでやる.政治集会で引き

まわされないようなスタンスを取り,沖縄であること,
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ウチナーンチュであることを闘争の前面に打出したこ

とであった｡

実際の運動としては, 1974年11月に沖解同の沖縄

青年たちは100を切ったクプングヮ-の残り世帯にオ

ルグをかける8｡要するに, 1970年の地区指定により,

行政側としては何の支援施策を打たなくてもよい免罪

符を得ていた｡しかし,買収事業が長期化することで,

クプングヮ-の劣悪な住環境がますます悪化していた｡

また買収交渉も個別に行なわれ,知識も不足しがちな

ところに,低額な補償金で我慢したり,地主,家主.

店子も疑心暗鬼,対立の関係が持ち込まれてしまって

いたo　これI頒述の金城朝夫<1972)のルポでも紹介さ

れていたが,こうした状況を打開するために, 1974年

暮れより,沖解同は,個人個人で市と交渉するよりも,

団結した力で市と交渉したら強いから,現在残ってい

る住民の連帯と団結を作りましょうと言う内容のビラ

をまく｡そして｢クプングヮ-の立ち退き問題を考え

る会｣を結成する｡そして翌年1975年1月18日には,

地域住民の要求団体として,住民の池原,比嘉を中心

にして, ｢北恩加島りJ､林町暮らしを守る会｣を結成す

る｡

1975年1月30日に大阪市に提出した申し入れ書は,

立ち退き地区に指定されてからの満10年間の,生活環

境がひどく侵害され,精神的にも重圧を受け,インフ

ラ整備に対して大阪市が何らの対策も取ってこなかっ

たことを差別行政として糾弾したものであったo　そし

て地主,店子.借家人など全地区住民の生存権と生活

権の尊重を求める4つの要求をかかげる9)｡そして地

域での会合や学習会.団体交渉を積み重ねながら, ①

街灯整備, ②不法占拠者といわれ,強制立ち退き,無

補償と言われていた人たち-の権利を認めさせ,補償

と改良住宅-の入居の実現, ③二束三文の補償金の増

額などを勝ち取る(峰浜, 2000),

まず地区住民を住宅要求に立ち上がらせるという部

落解放同盟の住宅要求組合の闘争に学び10)土地の権

利関係のややこしい人をエンパワーし,市との交渉に

助力し,地区指定以後に入ってきて全く改良住宅に入

居する権利のなかったナミおばあのような人々にも,

そうした権利を獲得させていったのである｡

1997年朝日新聞による｢沖縄のおばあちゃん　ウチ

ナーンチュの街｣の連載において,関連する事実が読

み取れる｡改良住宅として建設された泉尾第4住宅に
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居住するかつてのクプングヮ-居住者の｢懐かしのク

プングァ｣と越した回想を中心にした取材記事である｡

｢万博のころ,市から『不法占拠やから出ていけ』

って言われた,わずかな立ち退き料で出て行く人が多

かった｡うちらだって出て行きたいけど,ほかに住む

ところもない｡お上に逆らうなんて気持ちは初めはな

かったんやoそれが『居住権いうもんがあるで』と教

えてくれる人がおった｡ウチナーンチュの若い人たち

も応援してくれて市と交渉する会もできたんや｡うち

の夫が代表になってね9 『ウチナーンチュやからって,

足げにしとんのやろ｡市長に会わせろ』って六十人ぐ

らいで市役所に押し掛けたこともあったよo　市長は出

てこんかったiすどねo

市に一本釣りされてだんだん抜けて行ったけど,臥

五軒は最後まで残ったで｡こっちは出て行った人たち

の土地で,野菜作っとったo　夫が上手でねc　ゴーヤな

んか,格好ええ,おいしいのが採れたんやで｡とうと

う,大正区ないにある二十坪くらいの換地と市営住宅

に入れる権利をもらったんやo　家建てる金なかったん

で,土地は売ったけどなo　タブングァから市営住宅に

引っ越してきたのは昭和五十四年十一月o　やるだけの

ことはやったという晴れ晴れした気持ちやったね｡

あんだけがんばれたのも理由はあるんや｡クプング

ア闘争のちょっと前に,職場でたまたま労働組合を作

ったのが大きかったなc従業員三十人ぐらいの工場で,

有給が年に三日しかなかったな｡昇給も毎年三百円く

らい｡友だちが『組合を作ろう』いうんで二人で旧総

評系の組合に相談に行ったんや｡そこの人が団交に来

てくれて,まず有休が年七日に増えた｡ボーナスもそ

れまでは社長が勝手にきめてたのが,年何ヶ月という

決め方になったo 『言えば何とかなるもんや｡権利はち

やんと主張した方がええんやな』って分かったんや｣(戟

日新聞1997年7月13日) ｡

この池原が最後の立退き者となって,その家は,沖

解同の若者たちといっしょに取り壊されたのが, 1979

年末であったo　そしてクプングヮ-はその姿を全く消

すことになるc･

こうした闘争を中心的に担った当時の活動家青年の

発言を引用しておこう｡ ｢部落解放運動にかかわると,

部落の劣悪な環境そのものが差別なんや,てわかって

くる｡大阪に出てきたウチナーンチュは,まあ,その

出てきたこと自体,差別政策の結果なんやけど,朝鮮

人,琉球人お断りの貼り寿朗ミあるなかで,みんな固ま

って住まざるを得んかった｡しかも仕事がきつくて汚

れるものばっかり｡これは差別以外の何ものでもない

んやけど｡ウチナーンチュはそのことをわかってへん｡

自分は今汚いとこに住んでるけど,努力してはい上が

って行ったらええんやo　そう思って,辛抱してる.7　そ

れは結局,自分だけ良くなろうということやねん｡そ

の意識を変えんかぎりあかんc　そのことを,僕は部落

解放運動から学んだ｣ (金城勇, 1996)c

写暮6クプングゥーの立退区域を狂う

ヘチマ.ニガサノのつる棚

(村田主計撮影) ｢差別とたたかう文化3号, 1977年より

要求組合の中枢はすべてウチナーンチュが担い,辛

務所もウチナーンチュの住居を使い,沖縄差別を交渉

の前面に押し出していた｡そして住民としてこの会を

主導した人たちが,後述するように大正区内で労働組

水内
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合運動を体験していたことも大きかった｡産業廃棄物

の地区内-の不法投棄の問題にも取り組み,またクプ

ングヮ-祭も企画し,地区内の広場で,沖縄のたまり

場をつくり,エイサー祭を通じて,クプングヮ-の暮

らしと文化を守ろう,大和の仲間も来て下さいという

形での,文化闘争もあわせて行なっていた_.

こうした時期の状況を伝えるものとして, 1977年に

刊行された雑誌｢差別とたたかう文化｣ 3号は, ｢特集

-被差別大衆の生活と文化一沖縄｣を組むが,トッ

プのグラビアでは, ｢我んがあウチナーの土地返せ

在本土沖縄人の生活を奪う大阪市区画整理事業｣と題

して, 5葉の写真が掲載される｡ ｢立退区域を覆うヘチ

マ,ニガウリのつる棚｣ (写真6参照), ｢『沖縄人をク

プンガ- (ヤマト)から追い出す前に.米軍用道路の

下に奪われた我んがァ土地を返せ』と訴えるナミお姿｣

などの写真に続き,いれいたかし(1977)は｢朝鮮･部

落･沖縄の出逢い｣と題して,被支配階級として,部

港,朝鮮,沖縄を結びつける｡同時に,大阪沖縄県人

社会の少数の成功者の支配構造を指摘したりしている

ll)
C

ウチナーンチュの若い人たちの応援ということでは,

1974年1月に結成された,沖解同の別働部隊であった,

関西沖縄青少年の集い｢がじゆまるの会｣の結集力は

大阪の沖縄社会に大きな影響を与えたであろうe　政治

的な問題を沖解同にゆだね,沖縄青年の身近な生活の

問題をみんなで考えられる県人会に変わる新しい別の

親睦団体の結成であり,クプングヮ-の地域間争と両

輪をなすものとして, 1970年代後半に同時に存在したo

また居住権の主張については, 1950年代後半に都市

計画道路予定地の立ち退き問題で,部落の住民が住宅

要求運動を立ち上げ,公営住宅を勝ち取ったといった,

各地での部落解放運動の成果を学んだものであり,ク

プングヮ-でもそうした住民側の動きがあったこと,

そしてそれが沖縄ということを武器に闘われたことは

特筆すべきものであろうc

逆に.部落,沖縄,あるいは被爆といった単一のア

イデンティティと場所が密接にむすびついた中から,

ローカルな抵抗が生まれるという図式の現代的妥当性

ち,本質主義の独善性が持つ問題とも関わり,新しい

運動論が求められているとも言える｡すなわち日本で

はこうしたアイデンティティでしか運動論が成り立た

なかったのか,そしてまたこうしたアイデンティティ
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に依拠した運動論が今後も成り立つのであろうかとい

う問いかけである｡その意味で,関西沖縄文庫から発

信されるさまざまな動きはそうした新しい運動論とし

て注目すべきものであろうが,本稿ではこれ以上触れ

得ない,

Ⅴ　おわりに

｢スラム｣クリアランスの結果生まれた千島住宅,

泉尾第4住宅という改良住宅は.大阪市の住宅改良事

業政策の位置付けからして,既に当初から計画されて

いたことは既述した通りであった｡その意味では上か

らの｢押し付けられた｣事業であり, ｢スラムJクリア

ランスのレールはあらかじめ敷かれていたといえる｡

しかし当時の沖縄イシューの高揚と部落解放連動など

との接近により,部分的に住民側からの住宅要求運動

が実った事実も確認されたo

しかし北恩加島や小林は,このクプングヮ-だけの

移住の問題だけではなく,地区全体の大問題であった｡

大部分の住民は,土地区画整理の高率の換地率のもと,

そして半額をわずかにこえる　55%の建物補償費のみ

で,新たな地区に居住の地を求めなければならなかっ

たc　その意味では住民側に代償の大きい酷な事業であ

ったことは,当時の市役所の当事者からも回顧された

ことであったし,前述の県人会がまとめた『雄飛』で

も述べられているところであり,県人会の重鎮であi)

かつ平尾の連合町会長もつとめた大城鼻薬(2(氾0)の回

想でも｢町民に立ち退きを命じたのは大阪市の責任で

誰一人立ち合い者ない無責任は,約五十年近く経過し

た今なお続く屈辱の移動の歴史で,私たち平尾住民に

忘れることなき差別の歴史である｣,と北恩カロ島から平

尾の移動で換地処分のあることを知らされずに非常な

困難を経験したことを,当局の無責任とあわせ,市民

に対する最大の差別であると断じている｡その経緯に

ついての肉声は,水内(2000)にも収録しているc

｢最近の沖縄から来る若い人達を見ていると,みん

なものおじしなくて表情も明るい｡まわりにも自分を

うまく合わせて,やわらかく入って行くc　それは僕ら

の世代にはなかったものです.まわりにはなじめず,

かたくなで,だからしんどかったc今の若い人たちは.

沖縄青年よ.集まれ!みたいな会はもう必要としな

くなってるのかもしれないですね｣ (玉城, 1996),と
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かつての.沖縄青年の運動を背負った人の思いである｡

貧困からの脱却という明確に闘う対象が消失してしま

った感のある現在の大正区において,みんなは利己的

になり,それぞれの家族の幸せや金儲けだけに収赦し

てしまったのだろうか｡かつての貧しさの中にあった

助け合いや大らかさは,各家庭の孤立･自立の中にう

ずもれてしまったのであろうか｡しかし大正区には沖

縄の踊りがある,泡盛がある,そして仲間がいるo安

心していられる包容力のある街でもあるD ｢スラム｣ク

リアランスのあったクプングヮ-は清楚なマンション

街に様変わりし,少なくとも景観的には,貧困は忘却

の世界に後景化してしまったといえる｡

本稿では大正区の沖縄出身者の,そしてまたクプン

グヮ-の｢スラム｣クリアランスのみに焦点をあてて,

論述してきた｡大正区の沖縄に関しては,いくつかの

著書や論文が著されており,またさまざまなグローバ

ルでかつローカルな活動も行われていることに関して,

本稿ではほとんど触れることができなかった｡また土

地区画整理の権力性が特に露骨であった大正区におい

て,沖縄出身者だけでない,すべての大正区民の忘れ

られない事業であったこと,それ-の思いとか,怨念

なども深く触れてゆく必要があろう｡このテーマに関

して未だ十分な解明ができていないことも含めて,今

後の研究課題としておきたい｡

謝辞　大正区に最初に取っ掛りを得たのは, 1996年の夏,平

尾商店街振興会理事の山口清治さんとの出会いからであったc

そしてその後お世話になった関西沖縄文庫の金城馨さんにあ

っくお礼を申し上げます｡この文庫を通じて,金城良明さん,

金城勇さん,伊差川寛さんたちから膨大な情報をいただきまし

た｡そしてそうした情報の交錯に混乱する私を助けてくださり,

そして多くの貴重な原資料にアクセスの便をいただいた,大阪

人権博物館の仲間恵子さんにも大変お世話になりましたcまた

山口さんの紹介により.土地区画整理事業で大阪市側の担当者

を長くつとめられた.村野利三さんからも多くの貴重なお話し

を聞くことができ,また大阪市立大学院生の岸政彦さん,立命

館大学大学院生の富山清朝さんからも多くの情報を得たこと

あわせてお礼申し上げます｡

4年以上も前に金城馨さんから聞いたクプンクヮ-のオバァ

の話しはすごく気になり,いつか取り組んでみたい課鱈である

とは認執していた｡地理学教室の院生であった.ヴォフク･プ

ァディムの修士論文作成過程での精力的な聞取り,そしてほぼ

同じ頃始めていた水内の1999年度の全学共通教育の授業にお

ける受講学生による大正区での聞取りなどで,ようやく取り組

みのきっかけをつかむことができた｡それを水内(2000)にまと

めてみた(http:〟www.lit.osaka-cu.ac.jp/geo/okinawa.htmで

閲覧可能)｡十分には整理されてはいないが,本レポートに載

せられなかった,生の聞取りに近い部分や,多くの関連の地図

はこの冊子に載せているので.またご覧頂ければ幸いであるc

とはいえ.聞取りが不充分なまま,お聞きすべき人もありなが

ら活字化した拙速の否めないことお許しいただきたい｡

最後になりましたが,大正区の近現代の歴史復元に地図は大

きな威力を発揮しました｡地図を見ることから想像力を掻き立

て.そのセンスから地理学のオリジナリティを主張することを

学ばせていただいた故足利健亮先生のご轟前にこの′トレポー

トを捧げさせていただきます｡

注

1) ｢スラム｣という用語でもって.このバラック地帯を表現

することは正しくないが, 1970年代までは沖縄スラムとい

うような呼称がされていたという文脈を重視するために,

｢ ｣つきで使用することにしたっ

2)筆者(水内)は.和歌山県出身であるが,大正区の如材業

は,和歌山県出身者にとっても,魅力的な移住先の職業であ

ったo大正末期の話として, r新宮市から上板すると大抵の

人は北臥加島町や小林町に足を踏み入れないものはないc私

も同様北恩加島町に行ったが小学校の児童で神倉山のお燈

祭を知らない児童はほんの僅かであったと云うから北恩加

島は殆ど新宮方面の人達の居住地であることが察知され

た｡ ･ - (白昼賭博がさかんなことが述べられた後) - ･｡

或日私と連れ立って北風力ロ島町から′ト林町それに琉球人や

朝鮮人の棲む新千歳町をづ選した｡大阪人日く琉球人と朝鮮

人と熊野人との言葉は一寸わてらには聞きとり難いところ

があるがそれでも三者の中では熊野人が一番日本語が上手

だんなと感心していたJ (熊野商工新聞1953年6月16日)

というような状況もあった｡和歌山県と大正区の関係に関し

て▲管見の限りこうした記述を裏づける情報を持ち合わせて

いないが,沖縄や朝鮮だけでなく,当時の出身i也出身国ご

とのすみわけや語りがこの大正区において露骨に進展して

いたことだけを確認しておきたいc

3)こうした調査はほとんどが,大阪社会学研究会に属する都

市社会学者特に社会病理学という立場からの研究スタンス

から行なわれたものであった｡大阪はまさしくこうした厳し

い都市問題に処するアメリカ都市仕込みの都市社会病理学

を展開する格好のフィールドであった｡その中で当研究会の

メンバーの一人の′ト関(1961, 43貫)は, r社会病理学の最終

課題は,解体ないし偏奇現象の分析を通じて,その母体たる

社会の構造自体を批判するにあろう｡重要なことは特定の社

会成員の異常性ではなく,社会関係の病理性を過敏に追求す

ることにある｡ふつう社会病理学看たちはそれをはっきりさ

れていないように思う,多くは現存体制を暗黙蓑に承認した

水内
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上で,偏奇や不適応を論じている｣と,こうした調査に関わ

る研究者の苦悶と自戒を述べる｡同時にこうした調査にどの

ようなスタンスを関西の地理学者は　有していたかについ

て,歴史的な評価を下す時期になっているのかもしれない｡

4) 『大阪市会時報』 1966年によれば. 1966年度予算要求項

目として自民党市議団からスラム対策が上げられている｡

5) 1-10号のうち.大阪には7,10号しか現物がなく,その中

身についても未見である｡

6) ｢解放新聞大阪版｣で,沖縄イシューは,この記事を含め

て, 1970年代前半に集中して現れるが,その後に沖縄関係

の記述は全くなくなる._.

7)たとえば1987年(40周年), 1997年(50周年)に大阪

沖縄県人全逓合会<1997)が編集した『捷飛:大阪の沖租£な

どには.このクリアランスに関する記述はない｡

8)大阪人権博物館所蔵(もと関西沖縄文庫所蔵)のビラ資料

では. 1975年4月20日現在のクプングァ-立退き状況の地

図があるが, 82世帯の残存となっている.その中で明らかに

沖他姓と思われる事例が50近く数えられる｡したがっても

ともと3割くらいと言われていた沖縄出身者が,立退き過程

の⊂Pで,よりその比率をあげていったことがうかがえる｡ま

たこのオルグで得られた住民の意見は次の通りであった｡ ･丑･

店子,家主,地主をいがみ合わせて.早く,しかも低い補償

額で立ち退カせようとしている. ②住民の意志を無視した.

強制的に立退きを無理強いしている, ③改良住宅も地区の住

民に合ったものではないs　家族構成が多い所で　2-3部屋

もらえるが,それが, 2, 3階に分かれていたりして.それ

にその分だけ余計な生活費の出費で負担が多くなる｡ ④改良

住宅の家賃も3カ年だけ半額となる以後市営住宅並になる点.

⑤地区に住んでいるのにもかかわらず改良住宅に入れない,

⑥権利関係があやふやな所を明確にもせずして手っ取りば

やく改良住宅に入れようとする, ⑦年寄りで立ち退き問題の

法規を知らないのを逆利用している, ⑧市が買収した市管理

の土地-の不法投棄を黙認している(rクプングヮ-の立ち

退き問啓を考えるJという1975年1月15日づけのビラ資料

より)｡

9)大阪人権博物館所蔵(もと関西沖縄文庫所蔵)のビラ資料

より

10)沖解同のメンバーは,この闘争の前後において,住宅要求

闘争で一定の成果をあげていた大阪府内の部落で沖縄出身

で部落解放同盟の支部書記長をしている人をたずね,アドバ

イスを乞うたり,実際に来てもらったりしていたo

ll)この特典は. ｢差別とたたかう文化｣の編集者のひとりが,

沖解同と人的関係を有しており,またその弟が写真家であっ

たことで,グラビアが成立しているo
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